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開議 午前９時30分 

 

○議長（永並 啓君） 

  皆様、おはようございます。 

  ただいまの出席議員は12名であります。 

  定足数に達しておりますので、これより

本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程はお手元に配付のとおり

でございます。 

  日程第１「町政運営方針に対する質問」

を行います。 

  質問者は、質問者席に登壇して質問を行

ってください。 

  順次発言を許します。 

  質問時間は、答弁を除いた15分以内とい

たします。 

  中川敦司議員を指名いたします。 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  皆様、おはようございます。 

  それでは、議長から御指名をいただきま

したので、このたびの町政運営方針、これ

に対しましての質問を行わせていただきま

す。 

  大体、ざっくり10項目ぐらい質問を用意

しておりますので、よろしくお願い申し上

げます。 

  それでは、まず１問目なのですけれども、

この町政運営方針の７ページ、基本指針１

の中の７ページでございますけれども、こ

の中でタブレットドリル導入という、その

ような文言が出てきておりまして、このタ

ブレットドリル、それにつきまして、まず

自分の習熟度に応じて自分のペースで問題

を解くことができるというふうにあります

けれども、このタブレットドリル、具体的

にはどのようなものなのかお伺いしたいと

思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  おはようございます。 

  現在、導入を検討しているタブレットド

リルは、児童生徒の正誤履歴、合っている

とか間違っているとかの履歴の中からＡＩ

が子どもの習熟に合わせて自動で問題を選

び出し、児童生徒に問題を提供します。 

  例えば、算数とか数学の基本問題では、

解答ができたというふうに判断されますと、

次は類題、さらにできると応用問題という

ようにレベルが上がっていきます。逆に、

問題ができていないというふうに判断され

ますと、今度は遡り問題であるとか、単元

を遡って学習したり、同様の問題、同じよ

うな問題をもう１問というように、解答に

応じて児童生徒各自に適した問題が次々と

出題されるようになっています。 

  また、現在検討しているタブレットドリ

ルには、１年生から９年生までの全学年の

問題が掲載されています。授業に合わせた

内容であり、個々のペースで復習や先取り

学習など、全ての児童生徒が活用できるよ

うな想定をしています。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  このタブレットドリルそのものにつきま

しては、皆さん、子どもさんがお持ちのい

わゆるタブレットそのものに、そのソフト

そのものを全部ぱっとインストールして、

その状態で使うことができるのか、それと

もネット環境があるようなそういう下でな

いと使えないのか、その辺りはどうなので

しょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 
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○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  今現在、想定しておりますのは、各タブ

レットにインストールするのではなくて、

そういうネット環境の中で使用するという

想定のソフトを検討しているところでござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  あと、このタブレットを使った家庭での、

家に持って帰って、自分の家での復習とか

自主学習、そういったものでも当然ながら

これは活用できると考えておいたらいいの

でしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  議員がおっしゃられるとおり、持ち帰り

の中で家庭学習であるとか、自主学習でも

復習や先取り学習に活用することが可能で

あり、児童生徒の基礎学力のアップである

とか、主体的な学びの習慣づけというのが

期待できると考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  では、次の質問に行きます。 

  次は、同じく７ページの下のほうになり

ますけれども、「児童生徒への夏の猛暑・

熱中症対策として安全・快適に学校生活が

送れるよう、最適な環境整備に努めてまい

ります」というような文言がございます。 

  この、いわゆるどのような環境を整備し

ていく、そういったところをお伺いしたい

と思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  昨今の異常気象により、児童生徒の登下

校時、屋外の体育授業時など、屋外の行動

での制限をかけなければならない状況であ

り、大阪府の熱中症予防のための運動指針

に基づき各学校で対応しているところです。 

  特に登下校時の水分補給につきましては、

児童生徒は各自で水筒などを持参しており

ますが、特に夏場なんかは登校時の水分補

給だけで水筒が空になってしまう場合とい

うのも多くあります。そこで、下校時の対

策として、ウォータークーラーを設置し、

そのウォータークーラーで児童生徒が帰る

ときに水分を水筒に補給することで、下校

時のスムーズな水分補給に資することがで

きるというふうに考えています。 

  また、夏場はネッククーラーを利用する

児童生徒もいらっしゃいますが、学校活動

中にそれを冷却し、下校時にも冷たい状態

で利用できるように、冷凍庫などを整備す

るという方向で検討しているところでござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  では、次の質問に行きます。 

  次は、８ページをお願いいたします。 

  ここには、子育て世代における子どもの

発達支援や不登校支援等につきまして云々

とありまして、「総合支援センターを設け

る」というふうな文言がございます。 

  この総合支援センターそのものはどこに

設置しようと考えておられるのか、お願い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  おはようございます。 
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  それではお答えさせていただきます。 

  こども総合支援センターの設置場所につ

いての御質問なのですけれども、まず、法

的な位置づけから簡単に御説明申し上げま

す。 

  こども総合支援センターにつきましては、

令和４年６月に改正されました児童福祉法

及び母子保健法上に基づく施設でございま

して、市町村が設置する子ども家庭センタ

ーとして位置づけられるものでございます。 

  この子ども家庭センターは市町村が児童

福祉機能と母子保健機能が一体的に妊産婦

や子育て家庭への相談支援を行い、早期か

ら切れ目のない包括的で継続的な支援を実

施することを目的としておりまして、中で

も妊娠期からの切れ目のないサポートを提

供し、特にハイリスクな妊産婦や支援が必

要な家庭を早期に発見し、孤立を防ぐ役割

を担うものでございます。 

  次に、児童虐待の未然防止と迅速な対応

を行うものとし、虐待通告の受付や家庭訪

問、相談業務を通じて、虐待の予防と早期

発見、安全確保を行うとともに、児童相談

所などの専門機関と連携をし、より手厚い

ケアを必要とする家庭への調整を行うもの

でございます。 

  また、地域連携と相談体制の強化といた

しまして、特に本町におきましては、この

子ども家庭センター機能に学校現場や教育

委員会とも緊密な連携を図り、発達支援や

不登校支援等についても取組を進め、こど

も総合支援センターとして妊婦期から18歳

までを母子保健、児童福祉、教育の連携に

よる一体的な支援を目指すものでございま

す。 

  なお、お尋ねの設置場所につきましては、

ただいま行っております公共施設再編等の

計画もあり、既存施設の活用を中心に考え

ながら現在検討しているところでございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  では、次の質問に移ります。 

  次、12ページをお願いいたします。 

  12ページ、基本指針２の中の項目になり

ますけれども、西地区の小学校の跡地利活

用というようなことで、これにつきまして

サウンディング調査を実施、そのような文

言のところがございますけれども、このい

わゆるサウンディング調査をするに当たり

まして、現状の学校、西地区の三つの小学

校、これはそれぞれ立地されている、学校

があるその地域においてそれぞれいろいろ

な制限があろうかと思いますけれども、そ

ういった意味で制限を少し緩和するような

形の用途地域の変更、そういったものを前

提にしてこのサウンディング調査をするの

か、それとも現状のこの使用用途ですか、

その状態のままでのサウンディング調査と

なるのか、その辺りをお伺いしたいと思い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  おはようございます。 

  お答えいたします。 

  義務教育学校の開校により閉校となる西

地区の三つの小学校の跡地利活用につきま

しては、幅広く検討できるようなサウンデ

ィング調査をしていきたいと思っておりま

す。 

  サウンディング調査では本町の学校施設

跡地利活用に関する基本方針を踏まえ、現

状の学校施設をそのままの状態で利活用す

ることも考えてございます。 

  その場合は、用途地域につきましても現
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状のままでの利活用に加えまして、用途地

域の変更を行った場合、あるいは用途地域

の制限を緩和した場合の利活用につきまし

ても幅広くサウンディング調査を行ってい

ければと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  御答弁ありがとうございます。 

  いずれにしましても、いろいろな意味で

どのように活用できるのか、しっかりと調

査をしていただくことが住民の方にとって

もいいことになるのかなと思いますので、

どうかよろしくお願いをいたします。 

  そうしましたら、次の御質問に移ります。 

  次、基本指針３になりまして、15ページ

の中から質問したいと思います。 

  15ページ、この中で、阪急バス及びデマ

ンドタクシーのお試し乗車券を全戸に配布

するというふうな文言がございます。 

  デマンドタクシーにつきましてはそれな

りに分かるんですけれども、阪急バスにつ

きましては豊能町以外の地域も当然ながら

走っておりますので、お試し乗車券を利用

する場合、この阪急バスの場合はどの路線、

そういったものを対象にするのか、その辺

りをお伺いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  お試し乗車券の配布時期につきましては

夏頃を予定しております。使用期間につき

ましては９月から12月を予定してございま

す。広報の同配等でお試し乗車券を全戸配

布していきたいと考えております。 

  御質問の対象路線につきましては、豊能

町内の停留所で乗車又は降車する便を対象

に考えておりますが、事業の詳細につきま

しては今後、事業者と調整の上、決定して

まいりたいと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  同じく、交通関係での質問になりますけ

れども、同じく15ページです。 

  社会実験という形で、定時定路線の実証

運行、そういったものをというふうな、実

施というふうに書かれてございまして、こ

の定時定路線型の運行というものは予約が

不要なタイプというふうに考えられるのか

なと思います。 

  まず、この定時路線型の運行を行ってい

くに際して、交通空白地域、そういった文

言も出てきておりますけれども、この交通

空白地域とはまずどこを想定しているのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  交通空白地域といたしましては、令和７

年４月のダイヤ改正によりまして路線バス

が廃線となったエリアを想定してございま

す。 

  運行地域といたしましては、寺田地区、

切畑地区、牧地区、野間口地区と余野を結

ぶルートを検討してございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  ありがとうございます。 

  今、申された交通空白地域そのものには、

現在、予約をして乗るデマンドタクシー、

そういったものが運行されておりますけれ

ども、今回のこの定時定路線型の運行とい
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うのは予約が不要なタイプ、私はそのよう

に考えておるのですけれども、そういった

意味で、現状の予約をして乗るデマンドタ

クシーと、この予約が不要なタイプだと思

いますけれど、その定時定路線型の何かダ

イヤというか、便というか、それを、どの

ようにその２種類を運行していこうと考え

ておるのかお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  定時定路線運行につきましては、予約が

不要で決まった時間に停留所で乗り降りし

ていただく運行を想定してございます。つ

まり、予約はなしで運行、定時定路線でご

ざいますので、そのような運行を想定して

ございます。 

  また、デマンドタクシー、今、東地区に

デマンドタクシーが運行してございますが、

定時定路線の実証運行の期間中も現在の運

行形態を変更せず、事前予約での運行をそ

のまま予定してございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  結局、今の御答弁でいきますと、予約し

なくても乗れる定時定路線型のダイヤと、

それから予約しなければならないデマンド

便、そのものも一緒にみたいなことですけ

れど、ちょっとよく分からないですけども、

もう少しちょっとこれは予算委員会等でも

聞いていただく必要があるのかなと思いま

すけれども、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

  そうしましたら次の御質問に移ります。 

  次に、コミュニティ・カーシェアリング

の導入に向けた組織の立ち上げを希望する

地域や団体に対する伴走支援というような

ことで載ってございます。 

  伴走支援というふうな言葉がございます

が、どのようにいわゆるコミュニティ・カ

ーシェアリング導入に向けて、どのような

形で伴走支援として支援されていくのか、

お伺いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  コミュニティ・カーシェアリングにつき

ましては昨年の10月に保健福祉センターで、

また、２回目も役場本庁において、コミュ

ニティ・カーシェアリング導入に向けた講

演会を開催いたしました。その際、一般社

団法人日本カーシェアリング協会の代表理

事から直接お話をいただく機会を設けたと

ころでございます。 

  令和８年度に向けましては、昨年10月に

講演会を受けていただいた中から運行を行

ってみたいと思われた個人・団体がござい

ましたら、事前調整や関係機関への説明あ

るいは導入予定地域の住民説明会を行い、

立ち上げの支援、あるいはテスト運行等、

本格運行に向けた支援、サポートを日本カ

ーシェアリング協会に行っていただくこと

を想定してございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  あと、このカーシェアリングにつきまし

ては、やってみようかなという、そういう

団体さんといいますか、そういったところ

が多分、先々日かな、概略説明のときにお

伺いしたら、そのような希望される団体は

ないというふうにそのときはお伺いしまし

たけれども、現状もまだないという状況で
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よろしいんですね。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  議員御指摘のように、現状ではまだやっ

てみたいところまで判断されている団体等

は聞いてございません。 

  ですが、関心はある、あるいは支援をし

てみたいとかいうような御回答はいただい

ておりますので、もう少しそこは声かけを

させていただいて、確認をさせていただけ

たらなというふうに思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  希望する団体はないけれども、ちょっと

関心のあるような団体があるというような

ことでしたので、安心もしてはおりますけ

れども、しっかりと今後、希望する団体が

出てくるまでは、何らかの形でしっかりア

クションはされていくのかどうか、その辺

りもお伺いしたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  希望する団体が例えば少ないとか、ない

ということにございましては、講演会の対

象者を変えて募集をさせていただくなど、

検討させていただきまして、広く周知を行

っていきたいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  では、次の項目に移ります。 

  次に、16ページになります。 

  避難所運営リーダー等の養成、防災関係

におきましての「避難所運営リーダー等の

養成」という文言がございますけれども、

この避難所運営リーダーなど、等というふ

うにありますけれども、この避難所運営リ

ーダー以外でも何か人を養成するようなこ

とを考えておられるんですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  避難所運営リーダーを今回、育成、養成

をしていきたいということを運営方針で書

かせていただいております。それ以外でも、

自主防災組織でありますとか、あるいは災

害ボランティアですか、そのボランティア

の方々、そのような方も養成をしていけれ

ばと考えてございますので、平時にもその

ような方々を集めまして、研修会あるいは

養成の講座みたいなものも開催していけれ

ばと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  次に用意していた質問の答えを先におっ

しゃっていただいたような感じなので、次

の質問に移ります。別の質問に移ります。 

  次に、17ページをお願いいたします。 

  17ページ、ときわ台地区浄水場跡地を整

備してパークアンドライド等の駐車場、そ

のような文言がございます。 

  このパークアンドライドの駐車場という

ことで、設置していくということでござい

ますけれども、利用される方、どのような

方を想定されるのかお伺いしたいと思いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 
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  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  公有財産の有効活用や地域の活性化を図

るため、ときわ台地区旧吉川浄水場跡地に

おきまして、コインパーキングの駐車場整

備工事を予定してございます。 

  コインパーキングの導入により、最大32

台程度、駐車が可能と見込んでございます。 

  どのような方を対象とするか、見込んで

いるかにつきましては、地理的な要因から、

パークアンドライドでは駅前駐車場で車を

とめて、能勢電鉄で通勤される方のニーズ

が多いのではないかと思ってございます。

加えまして、駅前の商店街の利用者も一定

数いるのではないかということで想定して

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  では、最後の質問に移らせていただきま

す。 

  公園や道路、橋梁の維持管理等につきま

しては、地域活性化起業人制度を活用しと

いうふうな文言が同じくこの17ページにご

ざいます。 

  この企業ですけれども、どのような企業

の方に協力いただこうと考えていらっしゃ

るのかお伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  おはようございます。 

  私のほうから、まず国の地域活性化起業

人についての御質問がありましたので、そ

の概要を、若干でありますが御説明させて

いただきます。 

  まず、この地域活性化起業人制度につき

ましては大きく二つの手法がございます。 

  一つは、地方公共団体と企業のほうで協

定締結を行いまして、企業から社員を派遣

する方式の企業派遣型。それから二つ目が、

地方公共団体と同じく企業の社員又は退職

した個人との契約で、副業を行うというよ

うな形の副業型、又は深夜型というのがご

ざいます。 

  本町のほうでは、一つ目のこの企業派遣

型といったものを活用する方法で、今のと

ころ進めております。 

  都市建設部のほうで今、進めようとして

おりますこの地域活性化起業人のほうです

が、議員御質問にあったように、公園、道

路等の中身なんですが、対象としているの

は今のところ建設業者とか自治会さん、あ

と一般財団法人、あと住民なども連携しな

がら、今後の道路、あと公園など、その他

河川も含めますが、そういったインフラを

今後どのように維持管理していくのかとい

った、在り方のスキームみたいなものを検

討していけたらなということで考えており

ます。 

  一言で言いますと、地域協働型インフラ

維持管理体制の構築といったようなものの

検討というところでございまして、企業の

ほうは今、考えているのは土木系の会社な

んですが、大阪大学発のスタートアップ企

業を考えておりまして、その会社とは既に

打診ができておりまして、今、今年度中に

協定締結に向けて現在進めておるという状

況でございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  あと、この文面の中に維持管理ができる

仕組みづくりを構築というふうにもありま

したけれども、その仕組みというのはどう
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いったものなのかお答えいただきたいと思

います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  本町のほうのインフラの施設につきまし

ては、どれもこれも老朽化が進んでおりま

して、職員のほうも人員が不足しているし、

財源も限られてるという中ですので、今後、

どう維持管理していくのがよいのかといっ

たものを、先ほど申しました住民団体とか、

町内業者とか、そんなところと一緒に検討

していきたいということで考えております

が、ちょっと詳細につきましてはこれから

ということで、企業から派遣された社員さ

んと十分協議してから進めていくことにな

ろうかと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  中川敦司議員。 

○７番（中川敦司君） 

  では、以上で質問を終わらせていただき

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で中川敦司議員の質問を終わります。 

  次に、管野英美子議員を指名いたします。 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  皆様、おはようございます。 

  ９番・無所属の管野英美子でございます。 

  町政運営方針に対する質問をさせていた

だきます。15分という短い時間なので、お

おむね一問一答。その後は一般質問で、予

算特別委員会でも質問してもらおうと思っ

ています。 

  初めに、上浦町長が就任されて３年がた

ちます。３年前を思い出しました。私は議

長で、光風台中央公園に町長と一緒にいた

ときのことです。浮いている人工芝で、こ

こで２人で足を引っ掛けたらどうなるやろ

うと話したことがありました。そんなこと

をしなくても、建設課で40項目の直すよう

に指示されたと後で報告がありました。 

  スマートシティ事業は昨年９月に特別委

員会で様々な検証を終え、残ったのはこの

中央公園と見守りタグと、形を変えて聴覚

障害者へのテレビプッシュの対応、今回、

予算が入っています。ハニタスの車両４台、

３億9,036万2,000円使ってこれだけなのか。

あとは裁判になっている、未入金の１億

3,518万1,000円と利息分も含めて、入金さ

れるのを待っています。上浦町長の施策で

はなかったのに、随分ひどい事業でした。

後始末も大変でした。職員の皆さん、本当

に御苦労さまでした。 

  このような中で、３ページにも書かれて

ありますように、物価高騰や加速するデジ

タル社会への対応、人口減少、少子高齢化

の中で町政を前に前に進めていっているこ

とを、少しずつではありますが感じていま

す。 

  では、質問に入ります。 

  基本指針１「住民主役のまちをつくり出

す“ひとづくり’’」について。「まちの未来

につながる教育の推進」。とよの東学園の

東能勢小学校への移転について、７ページ

です。 

  池田町政下で１小１中を決めて、基本設

計の費用が議決され、途中ですがすばらし

い図面ができていました。私も見せていた

だきました。しかし、町長の交代で東地区

に学校を残すことになりました。間もなく

中学校で開校式が行われますが、令和５年

11月、将来を見据えたまちづくりへの影響

も懸念されることから、小学校の敷地に移

転するように議会から提言をし、検討いた
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だき、令和11年４月に移転ということにな

りました。今回、基本設計の予算が上がっ

ています。 

  総合教育会議では複式学級が二つできた

ら再編を検討されることになっています。

令和11年開校の翌年、令和12年の１年生は

男子３名、女子１名の合計４名。その後、

増えましたか。学校の存続という問題も出

てきます。子どもの数を増やす施策はある

のでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  子どもの数を増やす施策ということでご

ざいます。 

  教育委員会といたしましては、教育・保

育面につきまして、町内の保育所、幼稚園、

認定こども園と新しい義務教育学校が連携

し、特色ある学びを推進する施策の実施に

努めていくとともに、今まで実施しており

ました中学校給食の無償化に加えまして、

令和８年度から小学校給食の無償化、今現

在、予算の計上をさせていただいておりま

す。それ以外にも高校生通学費の一部補助

など、保護者の支援策についても併せて実

施していきたいというふうに考えておりま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  １点、確認しておきたいことがございま

す。 

  令和８年度、とよの東学園の特徴的な取

組として、１、２年生及び３、４年生は学

級担任を固定せずユニット制を導入、この

ような形を利用して、これから先も少ない

人数で学校を存続していくのか。複式学級

が二つできたら再編という考えはもうやめ

たのでしょうか。極端な話ですが、１人で

も２人でも存続というお考えですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  教育委員会といたしましては、東西に２

校の義務教育学校を整備し、教育方法の工

夫により、少ない人数でも効果的なよりよ

い教育を進めていくために、現在、学校と

連携し取り組んでいるところでございます。 

  議員おっしゃられますとおり、将来、４

名の学年ができることにつきましては認識

しておりますが、学校全体としては、今後、

各学年10名弱での推移が当面続くというふ

うに考えております。 

  教育委員会といたしましても、小規模校

ならではの学校づくりをして、とよの東学

園が魅力ある学校となるよう今後も努力し

たいと考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  これまで、東西同じ教育ということを聞

いていたと思うんですけれども、形が変わ

っていくことをとても心配しています。こ

れはまた別の機会に質問させていただきま

す。 

  ２番目の、高校生の通学費の一部補助、

８ページです。 

  この事業は３年目に入ります。とてもよ

い取組だと思います。過去に高校新１、２

年生は中学卒業時に広報をすることになり

ました。今回も議決前ですが、これは皆さ

んオーケーだと思うので、大丈夫でしょう。

議決前ですがそのような広報をされていま

す。 

  まだ知らない３年生がいるのではないで

しょうか。過去に私、できるだけ知ってい
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る人全てにというか、電話したり、ＬＩＮ

Ｅしたり、メールしたりして、こういう取

組があるよと言ったら、締切り前にきっと

駆け込みで数人申し込まれたと思うんです。

しっかりと広報していただきたいのですが、

どのように周知されますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  高校生通学費補助の令和６年度の支給実

績は、延べ220人に対して439万5,946円を支

給しています。 

  今年度の９月支給分につきましては、広

報とよのの８月号及び９月号、同様にこの

３月支給分につきましては、広報とよのの

２、３月号と、二月にわたり広報をしてお

ります。また、広報とともに豊能町のホー

ムページでも、今現在も３月の募集につい

て掲載をしているところです。 

  周知いただくということについて大変難

しい面があるのは承知しておりますが、引

き続き、広報とよのやホームページ、それ

に今後につきましては、中学校の卒業時に

学校に御協力をいただいて、皆さんに配布

するという形で広報をしてまいりたいとい

うふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  220名ということですが、分母を知りたか

ったですが、それはまた別の機会に伺いま

す。 

  もう１点、早稲田大阪、関西大倉高校は、

能勢電、阪急電車に乗った後、石橋から学

校のバスです。最寄り駅がないので、学校

が運営する高額なバス代を支払っていると

伺っています。この生徒に対しても電車の

分だけの補助なのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  現在、実施しております高校生の通学費

補助につきましては、本町の地理的な条件、

これを要因といたしまして、近隣の市に比

べまして通学にかかる費用が多額になると

いうところで、その部分を補助するという

ことを基本的な考え方としております。 

  現在の基準は、阪急電車の池田駅までの

距離、これを基準にいたしまして、バスで

あるとか電車を利用した場合の金額を基準

として補助金額を算定しています。 

  高校の通学用バスにつきましては、通学

用バスに乗ることができるまでの場所を費

用の補助をしているという取扱いになると

いうふうに考えているところです。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  高校無償化になるということですけれど

も、入学金とか、ほかの費用が随分かさむ

私学の費用です。ぜひ検討いただきたいな

と思っています。今後よろしくお願いいた

します。 

  次の質問に行きます。 

  「まちを好きと思ってもらえる移住・定

住促進」です。Ｕターンにより転入、11ペ

ージです。西地区の３小学校がなくなりま

す。先日の閉校イベントを見ていて、学校

での楽しい思い出を語る卒業生をたくさん

見ました。もう町外に出ている人もいます。

転入を待っているだけでは増えないと思い

ます。どのようにＰＲをされていかれます

か。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 
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○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  Ｕターンの促進についてでございますが、

人口の維持・増加と地域の担い手を確保す

るために、町外からＵターンにより転入さ

れた方を対象にＵターン奨励金を支給して

ございます。 

  対象といたしましては、学校卒業後１年

以内の方、あるいは23歳以上50歳未満の方

で、出生から18歳まで豊能町に住民登録が

あり、２年以上町外へ転出した後に、再び

定住の意思を持って豊能町に転入していた

だいた場合に５万円を支給する制度でござ

います。 

  制度の周知といたしましては、広報とよ

のあるいは町のホームページはもとより、

今後は、とよのんのＳＮＳを活用した周知

も実施していきたいと考えています。 

  また、特に親元を一旦離れて町外に転出

される方に情報を届けるために、チラシを

作成した上で自治会等にも周知をさせてい

ただき、子ども世代に届くように、あらゆ

る有効な手段を探ってまいりたいと考えて

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  特に、親元を離れてというのは広報しや

すいのかなと思うんです。これを強化して、

一人でも多くの人を入れていただきたいな

と思います。実はうちもそうなんです。 

  続いて、基本指針３「緑の中で楽しく暮

らせる“まちづくり’’」についてです。 

  「住民の生活の質（ＱｏＬ）向上をめざ

したコンパクトなまちづくり」。西地区の

公共施設再編、16ページです。 

  例えば、西公民館は利用のグループは減

っているようです。そして私たち、理科の

ボランティアをやっていますけれども、譲

り合って利用しています。土曜日に利用し

たいですが、そこにもう先に仮予約が入っ

ていたら次の日にするとか、次の週にする

とか、そうやって譲り合って利用していま

す。 

  この利用状況の調査と部屋の数、地域ご

とに曜日を決めてなぜか利用されている豊

寿荘、ユーベルホールと大会議室の関係、

ほかにも、図書館と保健福祉センターなど、

やることはいっぱいあると思いますが、物

価高騰、資材高騰の中、遅れれば遅れるほ

ど予算が厳しくなっていくと思います。ど

のように進めていかれるのですか。先ほど

の質問にもありましたように、西地区３小

学校のサウンディング調査のことも含めて

お答えいただけますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  おはようございます。 

  私のほうからは公共施設、西地区の公共

施設の再編につきまして答弁をさせていた

だきたいと思います。 

  西地区の公共施設再編につきましては、

ふれあい広場から豊寿荘の範囲内において

約5,000平米規模の新たな施設整備を想定し、

基本計画の作成を進めてきたところでござ

います。しかしながら、議員おっしゃるよ

うに昨今の急激な物価高騰や資材価格の上

昇等により、全国的にも予定価格と実勢価

格の乖離から計画の見直しを余儀なくされ

ている事例が生じております。 

  本町におきましてもその影響は大きいも

のと認識しており、特に西地区の再編施設

は規模が大きいことから、事業費への影響

も当初想定より相当程度になるものと考え

ております。 

  このため、今後は物価動向や財政状況を
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慎重に見極めながら多角的に検証を行いま

して、財政負担の適正化と将来への責任を

踏まえた上で方向性を決定してまいりたい

というふうに考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  私のほうからは学校跡地の利活用の件に

ついて答弁させていただきます。 

  先ほどのサウンディング調査後の進め方

のお話だったと思いますが、仮に三つの小

学校全てに利活用についての提案があった

場合は、利活用の提案の内容や意見などを

整理した上で、三つの小学校の事業者募集

をどのように行うのか、一度に行うのか、

優先順位をつけて行うのか、提案内容によ

り検討していきたいと思ってございます。 

  また、不特定多数の方が利用するような

施設となる場合は、それぞれにおいて改修

が必要になってくる場合もあろうかと思い

ますので、公共施設再編整備などの公共工

事の整備状況と財政負担も踏まえながら進

めていきたいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  次の質問にまいります。 

  防災のことです。16ページです。 

  先ほど、中川議員の質問にもありました

のでよく分かりましたが、今、社会福祉協

議会で災害時のボランティア登録者を募集

されています。こういうチラシが入ってい

たと思います。広報とよのかな、入ってい

たと思います。 

  １点、避難所の体制強化について伺いま

す。今から８年ほど前だったと思いますが、

吉川中学校で職員の避難所開設訓練がされ

たと思います。私も見学をさせていただき、

入り口付近は、障害者の方は出入りは便利

だけれども寒いのではないかとかいう、そ

ういうことをまとめられました。 

  その後、高齢者施設への、何というかな、

避難ということも協定をされたと思います。

上浦町長が福祉部長のときです。その避難

所の体制強化についてお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  災害時に円滑な避難所運営を行うために

は、住民の方々と町が継続的に連携協力し

て運営していける体制を整えることが重要

であることから、今回、避難所運営リーダ

ーの養成につきましても検討し、災害時の

体制強化を図っていきたいと思ってござい

ます。 

  災害発生時には、各避難所におきまして

継続的な支援が行える避難所運営の要とな

る人材の育成が不可欠であると思ってござ

います。 

  避難所運営リーダーの養成につきまして

は、とりわけ発災直後の混乱期を運営でき

る、していただけるリーダーを養成してい

きたいと考えてございます。 

  令和８年度につきましては、まずはその

機運を高めるために、避難所、避難生活の

支援リーダーなどの研修を、例えば、避難

所運営についてのゲーム形式での図上訓練

でありますとか、避難所用テントあるいは

ベッドの設営などの実技演習などを組み合

わせた、多様な形態で対応できる人材を、

そのような研修をしながら育成を図ってい

きたいと思ってございます。 

  先ほど御質問のありました、高齢者の避

難所の運営方法につきましては、ちょっと

今、その辺の整理は今手元にございません
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が、そのようなことも運営リーダーの方に

は仕切っていただくような、そのような人

材を考えてございます。 

  課題といたしましては、今の自主防災組

織とかいろいろ御支援していただいている

のですが、１年で交代される。なかなか継

続的な人材を育成するのがなかなか課題に

なっておりまして、今回、そのような視点

も踏まえて取組ができたらなと思ってござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  ぜひ、職員と地域の皆さんと、連携を取

ってやっていただきたいと思います。 

  最後の質問になります。「低炭素社会実

現による持続可能なまちづくり」。18ペー

ジです。 

  ダイオキシン問題です。紆余曲折、長い

ことかかりました。私が副議長のときです。 

  令和２年10月31日、余野地区の最終説明

会をするので、組合議会の正副議長、豊能、

能勢の正副議長と６名、同席しました。住

民の皆さんが納得されていないにもかかわ

らず、塩川町長はその日のうちに、その後、

夜遅くですが、役場の大会議室で報道を集

めて記者会見をされました。その後、12月

議会の初日、とても寒い日でしたが、役場

の前に住民の方数名が立っていらして、抗

議のお手紙を頂きました。しばらくして反

対運動の横断幕が立ち、何も進まなくなっ

てしまいました。 

  上浦町長になって、組合の事務局長や政

策監、職員の皆さんの御尽力でようやく処

理が終わるようで、よくここまで進めてい

ただいたと敬意を表したいと思います。こ

れもそれも、余野地区の皆さんのおかげで

す。ごみの大半は西地区から出ています。 

  現場には内容を表示されるということで

すが、地元の皆さんへの感謝の意はどのよ

うに表していかれるのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  上浦町長。 

○町長（上浦 登君） 

  お答えさせていただきます。 

  今、議員がおっしゃいましたように、ダ

イオキシン問題につきましては平成９年、

1997年に発生以来、問題の解決に向けて多

くの努力が重ねられてきました。28年の年

月がたってございます。この間、関係する

多くの方々に御心配と御負担をおかけして

まいりましたこと、厳粛に受け止めさせて

いただきます。 

  こうした中、令和５年に、先ほど議員が

おっしゃいましたように、余野地域の皆様

が地域の発展と住民の福祉の向上を願い、

重大な決断をいただいたことにより、廃棄

物管理施設の設置に着手をさせていただき、

今日まで進めてくることができました。こ

れに対しまして、改めまして深い敬意と心

からの感謝を申し上げる次第でございます。 

  今後につきましても、情報共有や意見交

換を丁寧に重ねながら、皆様の思いに応え

られるよう、再編施設も含め、安全かつ確

実に工事を進めてまいりたいと思ってござ

います。 

  施設完了後には、これまでの経緯とそれ

から地域の御理解、御協力を後世に伝える

ため、再編施設の完了と併せて顕彰の意を

表する形で、例えば銘板、それからモニュ

メント、これらなどを設置をさせていただ

くことを検討してまいりたいと考えてござ

います。 

  引き続き、皆様の御理解と御協力をお願

いをしてまいりたいと考えてございますの

で、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（永並 啓君） 
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  管野英美子議員。 

○９番（管野英美子君） 

  私も余野地区の皆さんに本当にありがた

い気持ちでいっぱいです。 

  これで終わりますが、この先も人口減少

の中、財政難、公共施設再編と学校跡地利

活用など問題が山積していますが、一歩一

歩前に進めていただきたいと思います。終

わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で、管野英美子議員の質問を終わり

ます。 

  次に、寺脇直子議員を指名いたします。 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  ８番、寺脇直子でございます。 

  令和８年度の町政運営方針に当たりまし

て、私は三つの視点から質問いたします。 

  第一に、持続可能な財政運営についてで

す。人口減少が進む中、経常収支比率の高

止まりや基金残高の推移、町債残高の増減

は今後の将来世代への責任とつながる重要

な課題であります。今を守る財政運営と未

来に過度な負担を残さない財政規律を、今

後どのように両立させていくのかを伺いま

す。 

  第二に、令和８年４月に開校する９年間

の義務教育学校についてです。教育目標と

期待される効果と、教職員の連携体制や通

学距離の変化と安全対策、スクールバスの

運行や地域の見守り体制など、子どもたち

が安心して学べる環境が確実に整備されて

いるかを確認いたします。 

  第三に、用途地域の見直しについてです。

第一種低層住居専用地域から第二種低層住

居専用地域への変更は、住環境とまちの活

力の両面に影響を与える重要な政策判断と

なりますので、その目的と効果、そして住

民の皆様への影響について、町の見解を伺

います。 

  まず、５ページの令和８年度当初予算と

財政運営についてお伺いいたします。 

  経常収支比率は96.4％と、前年度より4.4

ポイントの増加となっており、令和８年度

当初予算における経常収支比率は依然とし

て高い水準にあると認識しております。経

常収支比率が高止まりするということは政

策的経費に充てる余力が限られていること

を意味しますので、財政の硬直化が懸念さ

れます。経常収支比率の今後の改善策につ

いて伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町の財政状況につきましては、人口減

少や少子高齢化などにより町税の減少傾向

は続いておりまして、令和８年度当初予算

では若干の改善は見込まれるものの、大幅

な増収までは見込まれないところでござい

ます。また、地方交付税等の依存財源の占

める割合が年々大きくなっており、国の財

政措置次第では本町の財政状況が大きく左

右される、そのような構造となってござい

ます。国や府の補助金等の有効活用には努

めているものの、予算編成時点では財源が

不足し、財政調整基金を取り崩さなければ

予算編成を行うことができない状況が続い

てございます。 

  経常収支比率につきましても、令和５年

度の決算で92.0％であったものの、令和６

年度決算では96.4％と4.4ポイント増加して

おります。今後も社会保障費や物価高騰に

よる経費の増などから厳しい財政状況が想

定されるところでございますが、有効な特

定財源の活用を図るとともに、昨年７月に

策定いたしました豊能町新たな行財政改革
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推進計画により、経常経費の圧縮に努め、

持続可能な財政運営を図っていきたいと思

ってございます。 

  特に今、進めている公共施設再編などは、

将来の改修費でありますとか経常経費の削

減にも寄与できるものと思っておりますの

で、そのほかにも項目は挙げておりますが、

そのことも着実に進めながら、経常経費の

圧縮を図っていきたいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  経常経費の圧縮を、公共施設の再編など

を進めて圧縮を図っていくということです

けれども、その要因です。この要因という

のは、これは先ほど部長が答弁された中で

あった、人口減少とか少子高齢化が要因と

いうことなのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  何が要因かという御質問ですが、先ほど

議員がおっしゃっていただいた人口減少、

これは税収に直結しますので、税収も減る

傾向でございます。自主財源がないと自由

に施策を打てないというような状況も生ま

れますので、弾力性を持つためにも、やっ

ぱり人口の減は税収の減と自主財源の減少

につながるもので、なかなか厳しい財政状

況の一因にはなっておると。 

  少子高齢化につきましても、生産年齢人

口がすごくやっぱり減ってございます。と

なりますと税収にも影響するというところ

でございます。あと、ピークのときに整備

した施設、先ほどの公共施設再編の話もご

ざいますが、そのときのピークの施設をそ

のまま維持しておりますと、なかなか維持

管理費、あるいは大規模改修、あるいは建

て替え等で費用がかさむと、そういうとこ

ろが主な要因と思ってございますので、そ

こを改善していくような取組をしていきた

いと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  人口減少とか少子高齢化というのは、本

町のみならず全国的にも進んでおりますの

で、本当に各自治体が、課題が直面してい

る問題であると私もよく聞くんですけれど

も、人口減少とか少子高齢化というのはも

うこれは時代の流れといいますか、もう構

造的な問題になってきますので、当然、本

町としてはピークのときに整備した公共施

設を今の人口規模に見直すということもそ

うですし、できるだけ人口を維持するとか、

人口増加に向けた施策の取組も、今後、進

めていってほしいと思います。 

  次に、基金残高及び町債残高の今後の推

移見込みについて伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  ３月の最終日の財政推計でも改めて御説

明をさせていただきたいと思いますが、財

政調整基金の残高につきましては、令和７

年度決算見込みベースで18億2,000万ほどと

なってございます。令和８年度当初予算ベ

ースでは約11億円ほどの残高で見込んでご

ざいます。 

  また、町債残高につきましては、令和７

年度末現在高で73億4,800万円程度、令和８

年度末現在高で72億9,600万円程度を見込ん

でございます。これは西地区の学校再編に

伴いまして、地方債の借入れを増やしてお
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りますので残高が増えているという、この

ような状況でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  令和８年度の財政調整基金の残高も減少

しているということで、現在はいろいろな

統廃合などの投資もありますし、地方債の

借入れも増えているんですけれども、やは

り今後の方向性としましては、かなり残高

が、もうこれ以上ものすごいスピードで減

っていきますと、もう財政運営、三、四年

後とかもうどんどん厳しくなっていきます

ので、できるだけ基金の取崩しに頼らない

財政運営ということに早急に努めてほしい

と思いますのでよろしくお願いします。 

  次に、将来世代に過度な負担を残さない

財政運営をどのように具体化していくのか

伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  本町は人口分布が東西に分かれている地

理的要因、また、人口急増期に整備した、

先ほどからの答弁と重なるかもしれません

が、公共施設をそのままの施設規模で運営

していることから、人件費や維持管理費用

が大きな負担となってございますが、令和

８年４月の義務教育学校の開校に伴う小学

校の閉校、あるいは今後、西地区の認定こ

ども園の民営化、あるいは公共施設再編に

より人件費や施設の維持管理費を圧縮する

など、先ほどの繰り返しになりますが、昨

年７月に策定いたしました豊能町新たな行

財政改革推進計画に基づきまして、行財政

改革を着実に進めていきながら、基金の取

崩しは極力抑えて、将来にわたる持続可能

な財政運営に努めていきたいと思ってござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  部長の答弁にもありましたように、大規

模開発時のときと比べますと、もう今は人

口もそのときに比べたらもうほぼ半分、減

っておりますので、当然、現在の人口規模

に合ったまちづくりを進めてほしいと思い

ますし、また、依存財源の交付税や起債は

重要な財源でありますが、これらの財源は

町の努力で直接コントロールできない財源

でもありますので、交付税依存が高い財政

構造というのは、起債もそうですけれども、

制度改正や国の財源の影響を強く受けます

ので、今後、本町として自主財源を高める

構造転換という、まちづくりの構造転換を

図って、それを目指していくことを求めて、

次の質問に移ります。 

  次に、７ページの、令和８年４月に開校

予定の９年間の義務教育学校についてお伺

いします。 

  教育への投資は未来への投資であると思

います。本町におきまして少子化が進む中

で、学校再編を伴う義務教育学校の設置に

ついて、具体的にどのような教育目標を掲

げて教育効果について検証していくのか伺

います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  教育目標についてですが、豊能町保幼小

中一貫教育グランドデザインに基づきまし

て、「豊かな自然」と「豊かな人材」を活

かし「豊かな子ども」を育てるをテーマに、

めざす子ども像を、豊能町に誇りをもち、

自信をもって社会を生き抜く子どもとし、
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地域・保護者・教職員みんなで責任をもっ

て、一貫性・継続性・発展性を大切にした

教育をめざしていきます。 

  特に重点政策といたしまして、確かな学

びと豊かな心の育成、グローカル人材の育

成、学校、家庭、地域の協働した取組を進

め、「地域とともにある学校づくり」をめ

ざすを掲げ、取組を進めていく予定でござ

います。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  私も先日の東ときわ台の閉校イベントに

ちょっと参加させていただきました。当然、

卒業された卒業生の方もたくさんいらっし

ゃいましたし、今、部長の答弁でグローバ

ルな人材ということですけども、東ときわ

台小学校を卒業されて国際的に活躍されて

いる音楽家の方も、卒業生も戻ってきて、

同級生とか皆さんに囲まれて演奏されてい

たということで、非常に話を聞いていまし

ても、東ときわ台小学校の思い出の話をさ

れていましたので、もう本当に学校で過ご

した思い出というのが、世界で活躍されて

いる音楽家の卒業生にとっても非常に重要

な、大切な糧になっているというふうに私

自身も参加させていただいて、実感したん

ですけれども、特に豊能町におきましては

９年間の義務教育学校ということで、今ま

でと違った新しい教育環境になっていきま

すので、ぜひこの９年間の義務教育学校の

いいところ、メリットを最大限に生かして、

子どもたちにとってさらによりよい環境づ

くりに努めてほしいと思います。 

  次に、９年間の義務教育学校の指導体制

と教職員間の連携体制について伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  義務教育学校では、今まで小学校、中学

校に１名ずつ配置していました校長を、１

人の校長の下で９年間を一体化した組織体

制により運営いたします。校長の補佐とし

て副校長１名と教頭２名を配置することに

より、教職員の連携を強化し、一貫性・継

続性・発展性を大切にした切れ目のない指

導支援の実現を目指します。 

  また、指導体制といたしましては、教化

担任制の拡充やチーム担任制の導入、４・

３・２制に基づき１年から４年、５年から

７年、８年から９年の学部ごとの連携を強

化し、チームで子どもを支える指導体制を

構築していきます。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  これまでは、小学校を卒業して中学校に

通うということで、先生の体制も全然違い

ますし、中１ギャップとかいろいろな問題

もありましたけれども、９年間、１人の校

長先生で一貫した教育が受けられるという

ことですので、これまでの課題も解消して

いくのではないかと期待しております。 

  次の質問に移ります。 

  次に、通学距離の変化や安全対策、スク

ールバスの運行や見守り体制の充実につい

て伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  令和８年４月の義務教育学校開校に伴い、

とよの西学園においては通学路が変わり、

通学距離も変わります。 

  通学距離につきましては、一番遠い場所

でも国の基準であります小学校４キロ、中

学校６キロという基準を満たしております
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が、新光風台の小学生は今まで通学してい

た光風台小学校からとよの西学園、今の旧

吉川中学校の場所に通学することとなりま

すので、通学距離は遠くなります。 

  逆に、ときわ台の小学生は、その地域に

もよるんですけれども、今現在通っておら

れる吉川小学校への通学からとよの西学園

の通学に変わりますので、全体的に通学距

離は近くなります。 

  住んでいる場所によりそれぞれ事情は変

わりますが、おおむね通学の方向、距離が

変わる御家庭が多いというふうに認識して

います。 

  安全対策といたしましては、登下校の見

守りを保護者や地域の方で行っていただき

ます。保護者の見守りといたしましては、

自宅や登校班の集合場所から近くの危険と

思われる場所まで付き添います。地域の方

の見守りとしては、信号など車両が多く通

行する場所などで見守っていただくという

ことで、現在、お願いをしております。 

  学校の再編に伴い通学路が変更になる箇

所もありますが、現在も各小学校区で見守

りを行っていただいている方や、自治会や

民生委員・児童委員の方々にもお声がけし、

見守り体制を構築していきたいというふう

に考えています。 

  スクールバスにつきましては、乗降場所

のバス停までは保護者の責任の下、付添い

をお願いしています。スクールバスには添

乗員が同乗し、家庭と学校の連絡システム

で児童の欠席等を確認し、バスに乗車する

児童の安全・安心の確保に努めたいと考え

ております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  先日、たんぽぽメールか何かで、登下校

かな、登校しているお子さんが不審者に何

かちょっと付きまとわれたとかいうメール

も来ていましたので、当然、登下校の安

全・安心と、スクールバスも初めて運行し

ますので、児童生徒の安全対策については

注意深く取り組んでほしいと思います。 

  それでは次の質問に移ります。 

  次に今後、本町の町の活力維持と人口減

少対策というのが非常に重要課題であると

考えます。その中で、12ページの用途地域

を第一種低層住居専用地域から第二種低層

住居専用地域へ見直すことについて質問い

たします。 

  第一種低層住居専用地域は、良好な住環

境を守るために最も厳しい用途制限がかけ

られている地域であります。一方、第二種

低層住居専用地域は、一定規模の店舗や事

務所、福祉施設などの立地が可能となりま

す。とりわけ、この第一種低層住居専用地

域から第二種低層住居専用地域への変更は

今後の本町の住宅政策や人口政策、生活利

便性や住環境の質につながりますので、今

後のまちづくりの方向性を大きく転換して

いく可能性もあると思います。そのため、

目的と影響、将来像との整合性について伺

いたいと思います。 

  第一種低層住居専用地域から第二種低層

住居専用地域に見直す目的について伺いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  委員のほうも御承知のとおり、本町のほ

うでは少子高齢化の進行に伴いまして人口

減少が続いており、市街化区域の大部分が

第一種低層住居専用地域に指定されている

ということによって、店舗等の立地につい

ては一定の制限があるという状況でござい
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ます。 

  そういった中、令和５年３月に策定しま

した豊能町都市計画マスタープランにおき

まして、その中の住民アンケートを取って

おるんですが、その中では買物や飲食が不

便であるといった御意見とか、あと街のに

ぎわいが少ない、そういったような御意見

が多くありまして、特に幹線道路沿いにつ

いてはコンビニエンスストアとか飲食店な

ど、そういった生活利便施設の立地を望む

声が多くあったというところです。 

  こうした現状と住民ニーズを踏まえなが

ら、幹線道路沿い、それから公園など一定

の区域におきまして、先ほども議員のほう

からありましたとおり、用途地域を第一種

低層住居専用地域から第二種低層住居専用

地域ということで、一段階だけですが見直

すということによりまして、良好な住環境

との調和を図りながら、生活の利便性、地

域の活力向上につなげていくと、そういっ

たところが目的になるかと考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  住民の皆さんからのアンケートで、にぎ

わいが少ないということで、地域の活力向

上を目指していきたいということですけれ

ども、今回のこの見直しというのは、人口

減少とか空き家増加、今後、空き家が増加

していくのではないかといったような対策

としての位置づけということよりは、地域

の活力向上ということでよろしいのでしょ

うか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほども答弁したとおり、生活の利便性、

地域の活力向上というのが大きな目的では

ありますが、流通されていない空き家等が

あれば、そちらのほうもそういった形で、

指定したところがそういった形になれば、

それはそれで地域の活力につながっていく

のではないかと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  総合的な人口減少も含めて、地域の活力

向上について取り組んでいかれるというこ

とで理解しました。 

  次に、第二種低層住居専用地域へ変更し

た場合、建築可能性用途はどのように広が

るのか伺います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の第一種低層住居専用地域か

ら第二種低層住居専用地域への変更を行っ

た場合、建築基準法に基づき、これまで原

則として認められていなかった店舗用途に

ついては一定の範囲で建築が可能となりま

す。 

  具体的には、床面積150平方メートル、坪

でいくと約45坪になるのですが、それ以下

の小規模な店舗であっては、建蔽率、容積

率、高さ等の建築基準法を満たすという、

そういう条件付きではありますが、立地が

可能になるというところです。 

  建築可能な想定される用途のほうですが、

日用品販売店とか、喫茶店とか理髪店、小

規模なパン屋とか菓子店など、地域住民の

日常生活の利便性向上に資するような施設

が挙げられるのかなというふうに考えてお

ります。 
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○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  今、部長の答弁にありましたように、第

二種低層住居専用地域に変更した場合は建

築可能性、用途が広がっていくということ

で、生活の利便性向上というところも目指

していきたいということですし、生活利便

性向上という観点では当然ながら効果も期

待されますし、私自身も住民の皆さんの利

便性が高まるということですごく期待して

いるんですけれども、一方で交通量が増加

して、騒音とか、景観への影響とか、そう

いった懸念も生じますけれども、これらに

ついてはどのように対応していくのか伺い

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず今回、第一種から第二種に１段階規

制緩和したということでございますので、

地域の良好な住環境については、すぐに交

通量が増えたりとか、景観がおかしくなっ

たりとか、そういったものはあまり考えて

はいないという状況でございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  寺脇直子議員。 

○８番（寺脇直子君） 

  そういう店舗等もそうですけれども、実

現した際には近隣の住民の方には丁寧な説

明をお願いしたいと思います。 

  また今後、住民の皆様の安心安全や資産

価値、景観などを考慮しながら、まちの活

性化に向けて取り組んでほしいと思います。 

  以上で私の質問を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で寺脇直子議員の質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は11時５分といたします 

（午前10時55分 休憩） 

（午前11時05分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、林和利議員を指名いたします。 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  理事者の皆様、こんにちは。 

  議長より御指名いただきましたので、３

番・公明党、林和利の町政運営方針に対す

る質問を通告のとおりさせていただきます。 

  まずは、このたびの町政運営に向けた熱

意あふれる方針をお示しいただいた町長、

並びに作成に当たられた職員の皆様に敬意

を表し、心より労いを申し上げます。 

  それでは質問に入らさせていただきます。 

  基本方針１「住民主役のまちをつくり出

す“ひとづくり’’」について。７ページでご

ざいます。 

  「児童生徒への夏の猛暑・熱中症対策と

して、安全・快適に学校生活が送れるよう、

最適な環境整備に努めてまいります」とあ

ります。これは先ほど中川議員のほうから

もありましたけれども、具体的にいつまで

に、どのような環境整備を行うのか伺いま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  昨今の異常気象により、登下校時、屋外

での体育授業時など、屋外での行動に制限

をかけなければならない状況であり、大阪

府の熱中症予防のための運動指針に基づき、

各学校で熱中症対策に対応しているところ

でございます。 
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  特に登下校時の水分補給につきまして、

児童生徒は各自で水筒などを持参していま

すが、夏場には登校時の水分補給だけで水

筒が空になる場合も多くあります。下校時

の対策としてウォータークーラーを設置す

ることで、下校時のスムーズな水分補給に

資することができるというふうに考えてい

ます。 

  また、夏場はネッククーラーなどを利用

する児童生徒もいらっしゃいますが、学校

活動中にそれを冷却し、下校時にもそれを

冷たい状態で利用できるように冷凍庫など

を整備する方向で検討しています。 

  これらの整備につきましては、気温が上

昇する６月中を目途に整備していく予定を

しております。学校運営に支障を来さない

配慮が必要となることから、工事等が必要

になる場合には学校と十分協議して日程等

を決定し、進めていく方向で考えています。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  答弁ありがとうございます。 

  特に私がお聞きしているのが、新光風台

地域の方々。本当に遠いんだと、夏場はど

うするんだと、ということをもうさんざん

お伺いしておりまして、それでも今あった

ように水分補給、またウォータークーラー、

またネッククーラー、そういったものをし

っかりとまた地域住民の方にも訴えていっ

ていただきたいなというふうに思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

  それでは、続きまして９ページにござい

ました、「整形外科など町内に不足してい

る医療機関を開設する者に対し、財政支援

を行うことにより、住民が安心して医療サ

ービスを受けることができる医療体制の安

定及び充実を図ってまいります」とありま

すが、この整形外科以外に不足している医

療機関の把握はできているのかお伺いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  現在、本町内にて、医科におきましては

９医療機関、また、歯科におきましては８

医療機関で診療されておられます。 

  お尋ねの整形外科につきましては、以前、

本町にて２医療機関が診療されておられま

したが、令和６年以降、町内には整形外科

医院が存在しないこととなってございます。 

  本町といたしましては、整形外科に関し

まして不足していると認識しておりますが、

今後も、現在町内にて診療していただいて

おります他の診療科につきましても、その

動向につきまして注視してまいります。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  本当に地域でも整形外科の先生がいない

というのと、またお聞きするのが皮膚科の

先生がいないのではないかとか、そんなの

もありますので、財政的にも厳しいのはよ

く理解はしているんですけれども、やはり

地域住民の方、私たちもそうですけれども、

そういう医療体制というか、先生がいらっ

しゃれば安心して生活も送れるし、という

ことがあるのではないかというふうに思い

ますので、しっかりと前向きに考えて検討

していただければなというふうに思います

ので、よろしくお願いいたします。 

  そして、今ありましたように現在、誘致

できそうな、そういった医療機関はあるの

かお示し願えますか。お願いします。 

○議長（永並 啓君） 
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  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  先ほど答弁させていただきました整形外

科につきまして、これまでも町内外を問わ

ず、整形外科を開業していただくべく、医

院に私ども行政からも何件かお話をさせて

いただいておりました。 

  そういった中、本町と関わりのある先生

からの御紹介をいただきまして、現在、他

市にて整形外科医院を開業されておられる

先生につきまして、継続してお話をさせて

いただいているところでございます。 

  この間も引き続き、本町での診療につき

まして必要性をお伝えしてございまして、

先生からも本町内で開業する興味があると

認識してございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  そういった前向きな先生が、ぜひ豊能町

に来ていただけるように頑張っていただき

たいなというふうに思いますので、よろし

くお願いいたします。 

  それでは、次に移らさせていただきます。 

  11ページですけれども、これも先ほど管

野議員が少しお話があったと思いますが、

「豊能町出身者のＵターンを促進し、移住

者の増加と地域の担い手を確保するために、

令和７年度に引き続き、Ｕターンにより転

入された方を対象とした支援金制度を実施

してまいります」とあります。 

  この支援金制度と、また、どのようにＵ

ターン者を促進するのかというところの具

体的な策はあるのでしょうか。お伺いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほどの答弁の繰り返しになるかと思い

ますが、どのように促進する、周知をする

のかというような意味で答弁させていただ

きますと、制度の周知につきましては広報

とよの、あるいは町のホームページはもと

より、今後はとよのんのＳＮＳを利用した

周知も実施していきたいと考えてございま

す。 

  これも先ほどの繰り返しになります。特

に親元の方に、一旦離れて、町外に転出さ

れている方に情報を届けるために、チラシ

の作成をした上で、自治会等にも周知をさ

せていただいて、子どもの世代に届くよう

に様々な手段を探っていけたらなと思って

ございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  そのためにも魅力ある豊能町、そういっ

たまちづくり、また理事者の方々と、また

私たち議会もしっかりと協力し合ってつく

り上げていきたいというふうに思いますの

で、どうかよろしくお願いいたします。 

  その意味で、令和７年度にこの支援金制

度というものを利用した実績はあったのか

お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  この制度は今年度から始めさせていただ

いているものでございまして、現在、１件
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の実績がございます。 

  また、現在相談中ではございますが、１

件相談があるというように聞いてございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  １件あって、また１件あるというね、ち

ょっとずつですけれども、この前向きなそ

ういうＵターンの方が来ていただいて、ま

たそこから広がっていければというふうに

思いますので、また協力し合っていきたい

というふうに思いますのでよろしくお願い

いたします。 

  それでは続きまして、基本指針の２とい

うところで、「未来の活力を生み出す“し

ごとづくり’’」について。12ページではござ

いますが、その中で、同じく12ページ、

「道の駅につきましては、令和７年度に行

いましたサウンディング型市場調査の結果

につきまして検証を行いながら、引き続き、

財政負担をはじめ周辺環境や社会の情勢の

変化を踏まえ実現の可能性を検討してまい

ります」と12ページにはございます。 

  その上で、市場調査の検証はどこまで進

んでいるのか、サウンディング市場調査、

それがどこまで進んでいるのかお伺いいた

します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  道の駅のサウンディング調査につきまし

ては、昨年の４月に調査業務の公募を開始

し、業務期間を令和８年３月までとしてご

ざいます。６月に委託業者を決定してござ

いまして、その後、道の駅の整備に当たっ

て想定される整備方針や導入機能などを示

した上で、９月にそのプレヒアリングとい

うと言うんですか、そういうものも実施し

て、12月から１月にかけて正式なサウンデ

ィング調査を行ったところでございます。 

  ただいまサウンディング調査の結果を踏

まえまして報告書をまとめている作業をし

てございます。報告書が完成しましたらそ

の内容を検証し、町としての考えをまとめ

た上で、議会等に報告させていただけたら

と思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  この道の駅という部分で、やはり一つの

豊能町のにぎわい創出に関わっている大事

なプロジェクトではないかなというふうに

思いますので、しっかりと道の駅完成に向

けて、にぎわいある、豊能町の魅力発信で

きるような、そういったものを作り上げて

いきたいというふうに思いますので、私た

ちもしっかりと協力していきたいと思いま

す。 

  続きまして、その上で、本当に私たちも

協力していきたいと思いますけれども、道

の駅に向けての実現の可能性というのは、

実際、感覚的にはどうなんでしょうか。実

現できるんでしょうか。お伺いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  大西政策監。 

○政策監（大西隆樹君） 

  道の駅の実現の可能性についてという御

質問なんですけれども、昨今の道の駅の整

備状況を、近隣も含めて見ておりますと、

広大な用地に大規模な駐車場や商業施設を

備えた事例が多く見受けられているところ

です。 
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  道の駅は地域振興や観光拠点として一定

の効果が期待される一方で、相当な財政負

担を伴うこととなります。現在、公共施設

の再編整備を進めておりますが、東地区に

おいては複合化施設とにぎわい施設の整備

を進めておりますので、まずはこの施設を

中心に、交流促進や地域活性化の基盤づく

りを着実に進めていきたいというふうに考

えております。 

  その上で、今後、予定しております本庁

舎整備や周辺環境の変化、それから社会情

勢、さらには民間事業者の参入意向など、

今回の現在やっております調査結果を検証

しつつ、国の補助制度の活用可能性等も見

極めながら、段階的な整備や機能拡充の可

能性も視野に入れ、持続可能な道の駅の在

り方について、引き続き検討を進めてまい

りたいと考えておるところでございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  本当に道の駅実現に向けて、その前に今

されている公共施設の再編というものをき

れいに整理しながら、その後にまた道の駅

をしっかりと作っていく。またそして外か

らの人を、十分喜んで来てもらえるような、

そんな豊能町にしていきたいと、非常に私

も思っております。 

  それでは、続きまして基本指針３番の、

「緑の中で楽しく暮らせる“まちづくり’’」

について。15ページでございますけれども、

その中の16ページに、「聴覚に障害をお持

ちの方やデジタル機器に不慣れな方などに

対しましては、災害情報や緊急情報等を日

常的に利用されているテレビを活用して配

信いたします」とあります。 

  これが、ふだん使っているテレビという

ことなんですけれども、どのように配信す

るのか、また、附属の機器など必要なのか、

またそれが簡単に設置できるのか、お伺い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  聴覚に障害をお持ちの方やデジタル機器

に不慣れな方などに対しまして、災害情報

や緊急情報などを日常的に利用されている

テレビを活用して配信をするというような

事業でございます。 

  災害時の情報につきましては多様な手段

を組み合わせて情報伝達を行っていますが、

聴覚に障害をお持ちの方やスマホなどのデ

ジタル機器に不慣れな方などへの伝達手段

につきましては、その情報量やその情報の

即時性に課題があると認識してございます。 

  この災害情報等配信事業では、日常的に

利用されているテレビに着目して、災害情

報や緊急情報を伝達する手段として、イン

ターネット回線を利用いたしまして、御自

宅のテレビに情報を配信、映し出すという

んですか、そういう事業でございます。 

  サービスの特徴といたしましては、緊急

情報はテレビの電源がオフであっても、自

動でテレビを起動して情報を配信いたしま

す。また、防災情報に加えまして、日常生

活に役立つ生活情報や健康体操なども配信

してございますので、一つのデバイス、機

器で日々の生活に安心と便利も加えまして

お届けすることができると考えてございま

す。 

  また、設置に際しましてはＩＰボックス、

いわゆる専用受信端末の機器です。そんな

に大きい機器ではございません。小さいボ

ックスの機器でございますが、そこにＨＤ

ＭＩ、接続ケーブルです、それをつなぎま
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してテレビとつないで、あとはインターネ

ット回線、このインターネットの環境があ

ることが必要でございます。そこに回線に

接続すれば、情報を取得することができる

仕様となってございます。機器は個別設定

が必要でございますので、委託業者にて設

定を済ませた後に設置まで行っていただく

予定をしてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  小さなＩＰボックスを設置して、そして

インターネットを使用するということで、

なかなかインターネットというとちょっと

拒否反応、今あったように、スマホがちょ

っと苦手な人とか、そんなのもありますの

で、丁寧にこういう施策がありますよとい

う、災害時にはこういうことがありますの

でこういうものを附属したほうがいいです

よということを、また特に高齢者の方に丁

寧に御説明いただきながら、安全対策とい

うか、安心安全という部分は、また町のほ

うでもＰＲしていただきたいというふうに

思いますのでよろしくお願いいたします。 

  そして、質問を続けさせていただきます。 

  17ページにあります、「公園や道路、橋

梁の維持管理等につきましては、多額の費

用がかかることから、地域活性化起業人制

度を活用し」とあります。これは先ほど中

川議員がお話ししたところとちょっとかぶ

りますけれども、その中で、地域活性化起

業人制度を活用するための民間企業の見込

みはあるのかということをちょっとお伺い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  本町のほうでは、国の地域活性化起業人

制度の中の企業派遣型を活用していく予定

で進めておりますが、この制度を活用する

ためには、事前にその企業と社員を派遣す

るための協定を締結する必要がございます。 

  その協力いただける民間企業とは、もう

既に打診はできておりまして、現在、その

協定締結に向けて動いておるというところ

でして、来年度の４月１日から出勤してい

ただける見込みで、今、動いております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  林和利議員。 

○３番（林 和利君） 

  ありがとうございます。 

  今、あったように、４月からそういう企

業と協定を結んだそういう社員さんが来ら

れるということで、また新しい風を吹かせ

ていただいて、地域活性化に向けてしっか

りとやっていただきたいなというふうに思

いますし、私たち議員もしっかりと見届け

ながら、御意見も伺いながら、またそれに

対して意見を申し述べるかもしれませんけ

れども、豊能町の発展のため、地域をよく

していきたいという思いで私たちも頑張っ

てまいりますので、どうかよろしくお願い

いたします。 

  以上で質問を終わらさせていただきます

が、３番・公明党、林和利の町政運営方針

に対する質問を終わります。ありがとうご

ざいます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で林和利議員の質問を終わります。 

  次に、内田香織議員を指名いたします。 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ２番・無所属、内田香織でございます。 

  町政運営方針に対する質問をさせていた
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だきます。 

  基本方針１「住民主役のまちをつくり出

す“ひとづくり’’」についての中の、１人１

台タブレットを活用したタブレットドリル

を導入するとありますが、今までの冊子の

ドリルを読み込むタイプのドリルとは別物

の学習方法なのでしょうか。 

  先ほど、中川議員の中でも習熟度別とい

うことで理解しましたので、これはいいん

ですけれども、ちょっとそれに関連して、

私のほうで、タブレットを学習というのは

これからの子どもたちにとっては必要なス

キルと思いますので、大いに利用してほし

いと思っています。 

  従来の紙のドリルも必要なのかどうか。

私としては新しいものを導入したら、同等

のものはなくしてほしいと思っています。

というのも、小学生のときに辞書を買うと

思うんです。小学生用の辞書を買うんです

が、使用期間が短く、実際、今の子どもた

ちというのは、大人もそうですけれど、検

索かけて物事を調べていますよね。小学生、

３年生かな、４年生、３年生ぐらいで辞書

の引き方の学習要領があるのは知っていて、

テストもあるのも知っているんですが、そ

れが今後の学習に必要なのかなとちょっと

思うと、どうなのかなと思いますので、実

践的な生活の中でスマホやタブレットを使

っているので、今後、辞書の購入が不要で

はないかなと思っています。 

  ＳＤＧｓの観点からも、紙のドリルや辞

書は、全くなくすというのは無理なのかも

しれないんですけれども、貸出しとかで学

習してはどうなのでしょうかという、ちょ

っと質問をさせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  これまでの冊子のドリル、紙のドリルと

の違いというところで、今、先ほどの答弁

でも申し上げましたとおり、今回のタブレ

ットドリルにつきましては習熟度別に回答

ができるというところで、紙のドリルの二

次元コード、これについては皆さん、二次

元コードを使った場合、同じ問題が提供さ

れるというところで、そこに違いがござい

ます。 

  先ほどの辞書の件であるとか、紙のドリ

ルはそうしたら今後どうなるのかという御

質問でございますが、小学校、中学校の学

習内容につきましては、学習指導要領に基

づき、現在、その教育課程に基づいて授業

を行っているところでございます。 

  タブレットドリルにより提供できる問題

というのも一定数、もちろんたくさん問題

はあるんですけれども、一定数の問題があ

りまして、その中で例えば学習指導要領に

基づく課題が提供できない場合であるとか、

そういったことも想定されます。 

  今後につきましては、そのタブレットド

リルで提供できる問題と、学習内容の進捗

状況に応じて考えていきたいというふうに

思っております。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  今、時代の流れの中で、紙とデジタルと

共存していかないといけない部分はあると

は思っています。私自身の子どもに関して

も、高校に上がったときに、タブレット導

入が入ったばかりのときに電子辞書を買わ

されたんです、学校で。やっぱり電子辞書

をとても高額で買ったにもかかわらず、一

度も使わずに高校時代を終えたというちょ

っと経験もありまして、ちょっとあんまり

無駄な出費は抑えたいなという思いでこう
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いう質問をさせていただきました。 

  次に行きます。 

  これも先ほど、中川議員と林議員もあっ

たように、児童生徒への夏の猛暑の熱中症

対策として具体的な対策は決まっているの

かという質問で、ウォータークーラーだと

かクールタオルの冷却に関して導入してい

る方向ということなので、とてもいいと思

います。 

  私は実際、吉川小学校勤務をしていたと

きに、朝、子どもたちと一緒に登校してい

たんですね。やっぱり５月ぐらいから物す

ごく暑くて、休憩しもって学校に行ってい

ました。吉川小学校に関して、距離は長い

んですが、木々の中の林の中を抜けていっ

たりとか、所々で日陰があるんです。そこ

で休憩していっていたのでまだましだった

のかなと思います。 

  来年、新しい義務教育学校になったとき、

新光風台の子たちが住宅街を通ると、あま

り日陰がないのかなと思っています。なの

で、なるべく早い時期からの熱中症対策を

希望いたします。 

  ３番目ですけれども、子どもの発達支援

や不登校支援など、総合的に相談や支援を

行うこども総合支援センターは、場所や担

当部署はどこになるのでしょうか。これも

ちょっと、中川議員のほうも重なっている

のですけれども、場所はまだ決まっていな

いということですが、課はどこになるので

しょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  こども総合支援センターの担当部署につ

いてのお尋ねだったと思います。これにつ

きましては、私ども生活福祉部、主に福祉

課になりますが、こちらが中心的に担う予

定をしてございます。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  子育て世代における子どもの発達支援や

不登校支援について、子どもだけではなく

て、子育てに不慣れな保護者というのが、

今、仕事をしているお母さんとかが多いの

で、とてもケアが必要であると思っていま

す。 

  子育てが難しいと感じるお母さんたちか

らの子どもに対する二次被害というのも出

ていますので、子どもの支援がそこで遅れ

るということがあります。なので、今後、

長い９年間を見据えた教育をされるという

ことですので、福祉だけでなく、学校の教

育委員会も合わせて支援していただけると

助かります。お願いします。 

  続きまして、高齢者の生活を支援する地

域包括支援センターについて、民間委託す

るということですが、さらにきめ細やかな

支援が可能かどうか。 

  町の中で聞く声が、「なんとかしてん課」

というのをつくってほしいという、ちょっ

と冗談ぽくなんですけれど、そういう要望

もありましたので、ちょっと今後どういう

支援になるのかお聞きしたいです。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  御質問にもいただきましたとおり、本町

では本年の４月１日より、地域包括支援セ

ンターの業務を民間社会福祉法人へ委託す

ることとしてございます。 
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  委託後におきましても、引き続き高齢者

やその御家族からの相談を受け、高齢者が

その権利を脅かされることのなく、尊厳あ

る生活を送ることができますよう、虐待防

止や消費者被害の防止などにも取り組むな

ど、総合的な総合窓口として役割を果たし

てまいります。 

  また、介護サービスなどの利用のための

ケアプラン作成業務につきましても、委託

先での対応となりますが、いずれも今まで

培ってまいりました直営業務と民間社会福

祉法人の専門性や柔軟性を十分に生かし、

設置主体である町といたしましても適切に

その運営状況を確認、連携しながら、御指

摘いただいた、これまで以上にきめ細やか

な支援ができるよう努めてまいります。 

  なお、地域包括支援センターは、高齢者

の在宅生活に関わる御相談はどんなことで

もお伺いする機関ですので、まず、地域包

括支援センターに御相談いただければとい

うふうに引き続き思っております。 

  内容に応じましては、適切に対応できる

機関とも連携しながら、高齢者御自身が困

り事を解決するために必要な支援を行いま

して、住み慣れた地域で尊厳を持ってお暮

らしいただけますようお手伝いをいたしま

す。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  介護認定されていない高齢者であっても、

買物に行けないとか、届いた書類をどうし

ていいか分からないとか、階段があってご

み出しできないというような方はいらっし

ゃいますので、そういう生活の困り事に対

して、行政だけでなく、地域の有償ボラン

ティアさんとかもたくさんありますので、

そういうところと連携を取って見守ってい

ただきたいなと思います。 

  続きまして、基本方針３「緑の中で楽し

く暮らせる“まちづくり’’」について。コミ

ュニティ・カーシェアリング導入について

ありますが、レンタルカーシェアリングの

導入についてちょっとお聞きしたいです。

ちょっと考えているかどうか、お願いしま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  町政運営方針では地域公共交通の減便、

高齢化による運転免許証の自主返納者の増

加などにより、地域の移動手段の確保とい

たしまして、コミュニティ・カーシェアリ

ングの導入に向けたテスト運行の伴走を行

っていきたいと思ってございます。 

  レンタルカーシェアリングにつきまして

は、登録を行った会員間で自動車を共同で

使用するサービスと思ってございます。ま

た、レンタルカーシェアリングを事業とし

て行うには、道路運送法第80条第１項の許

可が必要となります。 

  車の利用頻度が少ない人が自動車を保有

せずに利用していきたいときに、時間単位

で費用を払って使用するもので、短時間で

高頻度で利用したい人に向いている仕組み

となっているのかなと思ってございます。 

  メリットといたしましては、車の購入費

用や維持費がかからない、常に短時間から

利用できる、車検などの手間がかからない

などがありますが、一方で、デメリットと

しましては出発地に返す必要がある、乗り

捨てができない、返却時間を気にして利用

する、会員登録などの固定費が発生する、

などが想定されるのかなと思ってございま
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す。 

  都市部におきましてはコインパーキング

をステーションとした形で、年々増加して

おるように思っておりますが、本町内にお

きましてはカーシェアリングのステーショ

ンが今のところない状況でございます。都

市部に比べましてマイカーの保有率が高く、

また、人口密度も高くないことなどから採

算性が取れないため、現在、導入は難しい

と、このように考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  あと、自治会のほうに説明会をしたとい

うことで、結果も先ほど聞きましたが、Ｎ

ＰＯ法人だとか、新しくボランティア団体

を立ち上げるというところでの説明会は今

後、お考えでしょうか。お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  昨年、説明会を開催したところでは、今

のところ積極的に手を挙げる団体等はござ

いませんでしたが、今後、再度、関心はお

ありなので、もう一度働きかけはしていき

たいと思っておりますが、その中で、例え

ば団体を設立をしていきたいというような

お話がございましたら、先ほどもお答えい

たしましたが、カーシェアリング協会さん

のサポートを受けながら、そういうことが

できるようでしたら支援は積極的にしてい

きたいと思ってございます。 

  ただ、町が主体となってそういう組織、

団体とかの運営をしていくことは、ちょっ

とそれは想定してございませんので、あく

まで伴走支援という形でサポートができれ

ばというふうに考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  最後に、ときわ台地区浄水場跡地のパー

クアンドライドの駐車場について。 

  これも先ほど答弁あったんですが、ちょ

っとその中で、具体的にどういう形に、例

えばコインパーキングをするに当たって精

算機が要るだとか、考えていらっしゃるの

でしょうか。というのも、私はときわ台１

丁目に住んでいまして、よく見えているん

です。コインパーキング周辺の、コインパ

ーキングで言うと精算機があって、四、五

台とめれるのかな。300円から400円のお金

を取ってコインパーキングをしています。

常にいっぱいというわけではないんですけ

ど、埋まっていることが多いなというとこ

ろで、ときわ台地区の浄水場跡地に駐車場

ができるというのはとてもいいことだと思

っています。 

  最近の駐車場として、精算機がない予約

制の駐車場というのが、スマホを使えばで

きるんですね。そういうのをすれば、精算

機も、ゲートも、あと跳ね上げる板も要ら

ないのではないかなとちょっと思っていま

すので、そういう方式の駐車場はどうなの

かなということで御質問します。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほど答弁もいたしましたが、今回、こ

のときわ台地区の浄水場跡地の駐車場整備

につきましては、32台ほど区画が設けるこ

とができるのかなと思ってございます。 

  その貸し方ですが、月極とあるいは日貸
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しと言うんですか、日ごとの貸し方も併用

できるのかなと思ってございまして、そこ

は駐車場の運営事業者の聞き取りをしなが

ら、どういうのが運用上いいのかというと

ころも踏まえて検討していきたいと思って

ございます。 

  町としては駐車場予定地の舗装とガード

レールですか、横に川がございますので、

その辺りの設置などを考えてございます。 

  事業者にやっていただきたいというとこ

ろでは精算機の設置、あるいは区画線と言

うんですか、あとは照明灯などを設置して

いただければと、そのように考えてござい

ます。 

  精算の方法は先ほども御質問ありました

ように、なるべく手間のかからない精算方

法、今、車番認証システムというのもある

ように思ってございますので、そのような

ことも踏まえて、それは公募というか、ど

のような形で応募していくかも含めまして、

そのようにしていただければより利便性が

向上するのではないかと思っておりますの

で、そこは事業者の考えを聞きながら導入

を進めていきたいと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  内田香織議員。 

○２番（内田香織君） 

  ありがとうございます。 

  ちょっとこれに関しては、私、一般質問

でも考えてきたところとかぶっていました

ので、またちょっと私の一般質問のほうで

も質問させていただくことになると思うん

ですけれども、よろしくお願いいたします。 

  以上で終わらせてもらいます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で内田香織議員の質問を終わります。 

  この際、暫時休憩いたします。 

  再開は12時45分といたします。 

（午前11時50分 休憩） 

（午後０時45分 再開） 

○議長（永並 啓君） 

  休憩前に引き続き会議を開きます。 

  次に、才脇明美議員を指名いたします。 

  才脇明美議員。 

○６番（才脇明美君） 

  ６番・大阪維新の会、才脇明美でござい

ます。議長から御指名をいただきましたの

で、町政運営方針につきまして質問をさせ

ていただきます。 

  「いつまでも健康でみんなが活躍するま

ち」「整形外科など、町内に不足している

医療機関を開設する者に対し、財政支援を

行うことにより、住民が安心して医療サー

ビスを受けることができる医療体制の安定

及び充実を図ってまいります」と記されて

おります。 

  町内に不足する医療機関、とりわけ整形

外科の誘致に向け、財政支援を含めた方向

性が示されたことはまず評価を申し上げま

す。 

  高齢化が進む本町において、整形外科が

町内に存在しない状況は住民生活に直結す

る大きな課題であります。通院のために町

外を移動しなければならない現実は、高齢

者や子どもたち、働く世代にとって大きな

負担であり、家族の支援にも大きく影響を

及ぼしています。 

  これまでに、議会でも整形外科誘致の議

論を重ねてまいりました。今回の町政運営

方針に明確に示されたことは本当に一歩前

進と受け止めております。 

  そこでお尋ねします。まとめてお尋ねし

ます。第一に、整形外科誘致を本町は医療

政策の中でどのように位置づけされておら

れるのか。第二に、財政支援の基本的な考

え方について。第三に、実現に向けた具体

的な体制と目標時期についてであります。 

  医療機関の開設は民間の判断による部分
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が大きいとは承知しております。しかしな

がら、町が必要と認識しているのであれば、

待っているのではなく、積極的に働きかけ

る姿勢が求められると考えます。整形外科

は高齢者の健康のみならず、子どもたちの

スポーツ活動、働く世代の生活基盤を支え

る重要な診療科目であります。本町として

この課題を実現する政策として、着実に進

めていく決意であると理解してよろしいの

でしょうか。明確な答弁を求めます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  本町内での整形外科医院の必要性につき

ましては、今後の高齢化の状況に鑑みまし

ても、医療施策として重要で必要不可欠な

ものだということで考えてございます。 

  この間も以前からお伝えしております、

現在、他市にて整形外科医院を開業されて

おられる先生につきまして、引き続き積極

的にアプローチを行っておりますが、先生

からも本町内で開業する意向はあると認識

してございますものの、町内にて安心して

いただける診療を行うため、継続して医師

の確保に御努力をいただいているところで

ございます。 

  開業をいただくには人材、資金面、場所

等々、御準備をいただくことも多々ござい

まして、このお話を現実的にするため、開

業をいただくための資金面につきまして、

経営に直接負担をかけない財政的な後方支

援として、令和８年度より医療機関開設支

援等事業といたしまして、医療機関開設等

を行う者に対し合計1,000万、500万を２回

でございますが、補助金を新たに創設する

予定をしてございます。 

  これらを踏まえまして、医療機関開設に

係る支援を行い、町内に整形外科医を誘致

し、設置実現に向け、引き続き取り組んで

まいります。 

  以上でございます。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○６番（才脇明美君） 

  今回の医療機関の設置について、いろい

ろな懸念材料がある中の財政的な支援につ

いては、一定、解決されたものと理解しま

した。 

  あと医療の人材、一番重要な医師の確保

に苦慮されている、困っておられることに

つきましても理解しております。ここは民

間のすることでありますので、行政ができ

ることはなかなか難しいのかなと思います

が、引き続き設置の必要性について積極的

にアプローチしていただいて、少しでも早

く実現できるよう改めてお願いいたします。 

  次の質問に移ります。 

  交通についての質問をさせていただきま

す。基本方針３の１、「住民の生活の質

（ＱｏＬ）向上をめざしたコンパクトなま

ちづくり」です。 

  東地区における定時定路線の実証運行に

ついて、厳しい財政状況の中、投資判断を

されたことは評価を申し上げるとともに、

改めて敬意を表します。交通問題の解消は

本町における大きな課題の一つであり、今

回の決断は決して軽いものではなかったと

私は受け止めております。 

  しかしながら、交通政策は単発で終わら

せてはならない重要施策であります。今回

の実証運行を本町の交通体系再構築の第一

歩と位置づけられておられるのか、東地区

の一部のみならず、東西地区の移動、西地

区の高齢者の移動、時間帯による空白、さ

らには近隣市町との広域交通との接続など、

町全体で整理するべき課題が存在しており
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ます。 

  そこでお尋ねします。今回の実証運行を

東地区の一部限定の対処療法としてではな

く、東西地区を通じた本町の交通体系再構

築の第一歩と位置づけておられるのか。ま

た、地域別、時間帯別、課題整理を行い、

広域連携も視野に入れながら、段階的に前

へ進めていく基本的方向性について見解を

お聞かせください。 

  それと、併せて私の考えを申し添えます。

交通問題は一度に解決するものではありま

せん。交通は効率だけで測るものではなく、

暮らしの基盤であります。財政難である本

町の今回の投資が東西を見据えた持続可能

な交通体系へとつながる布石となることを

強く期待し、答弁を求めます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今回の実証運行の位置づけにつきまして

は、東地区の交通結節点である余野のバス

停におきまして、幹線の路線バスである東

能勢線に接続する支線として位置づけ、検

討を行っております。 

  地域公共交通計画におきましては、基本

方針の一つに幹線・支線ネットワークでい

つでもどこでも移動したくなる地域公共交

通を掲げており、地域公共交通のベストミ

ックスにより、町内外を結ぶ幹線と町内を

循環する支線の役割分担を明確にすること

で、利便性の高い地域公共交通ネットワー

クを構築することとしております。地域交

通事業者、行政の連携、役割分担の下で持

続可能な交通体系の構築を目指していきた

いと考えております。 

  今回の実証運行では、令和７年４月に路

線バスが廃線となった地域におきまして、

定時定路線の実証運行で、ハニタス車両１

台の利用を考えております。 

  区間といたしましては切畑地区、寺田地

区、牧地区、野間口地区、余野の地区の区

間を想定しており、関係機関等と今後調整

を行い、運行内容が決まりましたら議会等

へ報告させていただきたいと考えてござい

ます。 

  定時定路線運行につきましては、本格運

行に向けた取組ではなく、あくまでも社会

実験としての実証運行の取組でございます

ので、利用者数など一定の基準を設け、利

用がもし低迷するのであれば運行を一旦は

終了し、地域に合った公共交通について試

行錯誤しながら、引き続き取り組んでいき

たいと思ってございます。実証運行に当た

りましては、社会実験である旨も周知し、

実施してまいりたいと考えてございます。 

  また、西地区の交通につきましては、豊

能西線、東西デマンドタクシーを御利用い

ただきたいと思ってございます。 

  また、タクシーにつきましても重要な地

域公共交通機関でありますので、路線バス

のダイヤに合わないときなどは御利用いた

だきたいと考えております。 

  他の施策といたしましては、地域公共交

通機関の代替にはなりませんが、補完的な

移動手段としてコミュニティ・カーシェア

リングの導入をサポートをしていければと

考えてございます。 

  今後におきましては、テスト運行導入に

向けて引き続き取り組んでまいりたいと思

っております。 

  地域公共交通を今後も維持していくため

には、まず何よりも利用していただくこと

が重要と思ってございます。利用者数の減

少によりさらなる減便となり、さらなる利

用者の減少というふうなスパイラルに陥ら

ないよう、地域公共交通機関の利用の周知
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や、利用してもらうための補完的なコミュ

ニティ・カーシェアリングなどの施策を行

ってまいりたいと考えております。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○６番（才脇明美君） 

  ただいまの御答弁、コミュニティ・カー

シェアリングは補完という説明がありまし

た。そして公共交通は利用してください。

どんどん利用してください。公共交通の維

持を前提とするのであれば、利用が分散し

ないように制度設計には十分な配慮が必要

ではないかと、今、思いました。 

  東地区の実証運行はあくまでも社会実験

としての位置づけであり、利用者基準を設

け、その結果によっては終了もあり得ると

いうこと。財政が厳しい本町において、限

られた財源の中で判断をすることは当然の

ことだと受け止めています。 

  しかしながら、交通は単なる利用者数だ

けで測れる施策なのでしょうか。東地区の

交通空白地帯においては移動手段の確保そ

のものが生活基盤であり、地域の維持、さ

らには将来的には移住、定住策の前提条件

であると思っています。 

  乗車率をもって単純に評価するものでな

く、時間帯やルート設定が妥当か。周知方

法の工夫、利用者のみならず、利用できな

い理由があると思います。将来的に必要と

なる層の把握、そして高齢者や子育て世代

の移動実態、こうした多角的な検証を行っ

ていただきたい。実証である以上、検証は

当然ですが、やってみたが少なかったから

終わるわ、これはもう、とてももったいな

いことだと思います。 

  御答弁で、利用が低迷するのであれば一

旦終了し、地域に合った仕組みを試行錯誤

しながら模索していくと言われました。法

律だけで見れば採算が合わない施策もある

かもしれません。しかし、地域の暮らしを

守るために必要な投資、将来への基盤投資

は私は無駄だと思いません。副町長のお考

えはいかがでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  高木副町長。 

○副町長（高木 仁君） 

  地域公共交通ということでございますけ

れども、これまで阪急バスが、大体それま

では地域公共交通ということで運行してい

ただいたということがございます。ただ、

人口が減ってまいりまして、交通事業者が

どんどんどんどん撤退していくということ

がございまして、一方でやっぱり地域公共

交通というのは我々、地域活性化というん

ですか、人口減少に対応していく、これ以

上人口を減らさないと、利便性を確保して

いくという上で必要不可欠なものだという

認識をしておりますので、これからますま

す地域の交通事業者が撤退していくという

中であれば、逆に行政の支援がこれからど

んどんどんどん必要になってくるのかなと

いうふうに思っております。 

  ただ、ただ単に今までみたいに行政だけ

で車を走らせて、それで乗れへんから終わ

りやというようなことでは、ちょっと今ま

でのやり方ではちょっとあかんのかなとい

うのも若干思っておりまして、これから走

らせます定時定路線の社会実験でございま

すけれども、実証運行に当たりましては当

然、地域の皆さんにこういうことでやりま

すよということは事前に丁寧に説明させて

いただいた上で、できるだけ利用していた

だくということが必要、まずこれは必要で

ございます。 

  その上で、実際にやった上で、では何が

あかんかったのかというところは当然振り

返りが必要でございまして、今、議員おっ
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しゃっておられるように、単に利用者が少

なかったからやめますではなくて、これは

何が原因で少なかったのかというところは

当然、我々、分析、検証した上で、ではこ

こを改善したら次はこうなるのではないか

というところも考えながら、当然次のステ

ップに進んでいくということになってまい

ります。 

  ただ、これからどういう運行の仕方をや

るのかというのはこれからまた丁寧に説明

させていただいた上で、その実証の結果を

検証した上で、何があかんかったのか、ア

ンケートとかを取りながらかも分かりませ

んけれども、そういったところをしっかり

やった上で、時間があかんかったのか、路

線があかんかったのか、周知が足りなかっ

たのか、いろいろなことがあると思います

けれども、そういったことを丁寧に分析さ

せていただいた上で次のステップに進みた

いというふうに思っております。 

  ただ、何らかの形で地域の交通手段がこ

うやって失われてきておりますので、我々

としては単にこれを放置していくというわ

けにはいきませんので、何らかの取組が必

要なのかなというふうには思っております。 

  財政負担は当然ございますので、そうい

ったところは財政負担も踏まえながら、持

続可能な交通体系の構築、これは引き続き

進めていきたいと、今、そういうふうに思

っております。よろしくお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  才脇明美議員。 

○６番（才脇明美君） 

  採算性は大変重要だと分かっております。

理解もしております。しかし、生活基盤を

支える交通施策を単年度の収支だけで判断

することが本当に適切なのか。 

  例えば通院手段がなくなり、重症化し、

そうしたら医療費が増えていきます。転出

が進めば、人口減少による税収減という形

で将来的な負担はかなり大きくなります。

交通は生活基盤であり、この半年間の実証

が単なる実験で終わるのではなく、本当の

持続的な交通政策へとつながることを強く

期待し、私の質問を終わります。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で才脇明美議員の質問を終わります。 

  次に、秋元美智子議員を指名いたします。 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  秋元です。よろしくお願いいたします。 

  すぐ質問に入って申し訳ないのですけど、

８ページの、先ほどからこの話題につきま

しては中川議員、内田議員が触れています

けれども、子育て世帯における子どもの発

達支援や不登校支援につきましては総合的

に相談や支援を行う云々とあります。 

  この中のこども総合支援センターの設置、

これにつきまして、さっき部長のほうから

既存の施設の活用を考えていきたいという

ことですが、それは具体的には保健センタ

ーと思ってよろしいですか。併せて、いつ

頃の相談事業の開始を考えているのか、お

願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  設置場所を具体的なところということで

御質問があったかなと思います。 

  先ほど御答弁申し上げていますとおり、

西地区の施設の再編も見据えてということ

でお答えさせていただいていると理解して

いますが、おっしゃるように既存の施設と

いうことであれば、今現存にある施設です

から保健福祉センターも一つなのかもしれ

ません。ですけれども、今後の西地区の再
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編とか、今後、持続可能な施設なのかどう

かということもちょっと検討していかない

と駄目なのかなというふうに思っています

ので、全体的に今ある既存の施設や、今後

は利用がされないような施設も含めて、検

討の一つで考えていきたいと思っています。 

  設置の時期なんですけれども、実は今年

度におきましてもいろいろな施設について

取組が可能なのかどうなのかという検討に

も入っております。いろいろ財政面である

とか、土地の用途に合うのかどうかとか、

そういう問題もございまして検討しており

ますが、具体的には今、何月からというお

話はできないのですけれども、次年度に入

りましても引き続き検討し、できるだけ早

く設置できるように検討していきたいと思

ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  ということは、まだほとんど何も、構想

はあるけれども、具体的にいつからとか、

どの場所では決まっていないという理解を

させていただいてよろしいですか。 

  ではそう理解させた上で、今度、逆にも

う一つ聞かせていただきたいのですけど、

その場合、非常にこの中身的に濃いものが

ありますね。福祉の関係から教育の関係ま

でとなったときの人員体制については、今

後どのようにお考えなのかお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  人員体制についてのお尋ねでした。これ

につきましては、まずこのセンターの総合

的な責任者であるセンター長や、業務マネ

ジメントを行う統括支援員、また保健師、

保育士、社会福祉士、家庭児童相談員、教

育部門の統括を担う教育指導主事、また支

援員、スクールソーシャルワーカー、心理

士、言語聴覚士、理学療法士、作業療法士、

事務職員など、おおむね現在、福祉課、健

康増進課、義務教育課、こども育成課の４

課に配属されている人員で対応する予定を

してございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  かなり専門家の方たちが集まったという

ことですけれども、今度それを、お互いの

考えなり意見なり、連絡し合っていく感じ

のキーマンが必要だと思うんです。この方

に対して、私は非常にどの分野にも強くて、

なおかつそういった統制力を持っている人

材が大切なのではないかと思いまして、そ

ういう人材を新たに雇うという考えは、新

たな人材を採用するということです、そう

いうお考えはありますか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  先ほど、人員体制につきましては御説明

させていただきました。現在、福祉課、健

康増進課、義務教育課、こども育成課の４

課に配属する人員で対応するということで

ございますが、併せて母子保健、児童福祉、

教育の各種機能を総合的にコーディネート

する統括支援員の設置もしてまいります。 

  なお、担当部署については生活福祉部で、

福祉が主に所管する想定をしているところ

がございまして、この統括支援員は基本的
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にはこども家庭センターに必置の職員とな

ってございます。これも、対象といたしま

しては、保健師、社会福祉士、こども家庭

ソーシャルワーカー等の母子保健とか児童

福祉に係る資格を有して、ある一定の研修

を受けた職員ということになってございま

す。 

  これに加えまして、私どもの職員の中で

も、現在の仕事において福祉、保健、それ

と教育のコーディネートをやっている職員

もございますので、それの経験を見ながら

この統括員を配置していきたいと思ってご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  ごめんなさい、ちょっと理解できなかっ

たんですけれど、新たなそのポジションの

人材を豊能町は採用するのではなくて、既

にどこかで働いている、子ども家庭センタ

ーかな、池田か何かの、そこの人材に豊能

町のものも一緒に見てもらうふうに聞こえ

てしまったんですけれど、そうではないん

ですね。豊能町としてこのような人材、ポ

イントとなる、キーマンとなる人を雇おう

としているということでよろしいでしょう

か。ちょっとごめんなさい、私の理解が足

りなかったのでお願いいたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えをいたします。 

  少しちょっと人事的な話になるので、あ

まり申し上げることもできないところもご

ざいますが、外部からの職員を招き入れる

ということは現在のところ考えてございま

せん。現在の我々の仕事の中で、先ほど申

し上げました母子保健や福祉、それとか教

育委員会のコーディネート、仕事の中でコ

ーディネートをしている職員もございます

ので、その職員を活用できればと思ってご

ざいます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  これはちょっと質問に挙げていなかった

のですけど、一番最初の中川議員の質問で、

部長がこの子育て総合支援センターの背景

に法律があるとおっしゃっていましたね。

法律が変わったと。前からちょっと気にな

っている、今回、この幼児期から18歳とい

う年齢、今までの豊能町はたしか15歳ぐら

いの感じだったんですけど、18歳って、前

から豊能町ありましたっけ。ちょっとその

ことだけ確認したいです。 

  もし今回が初めてであるならば、法律に

よって18歳に延びたとしたら、どの辺りが

変わるのか、申し訳ないですけれどお願い

いたします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  小森生活福祉部長。 

○生活福祉部長（小森 進君） 

  お答えいたします。 

  午前中にちょっと法律改正のことについ

ても若干触れさせていただきました。 

  現在、豊能町におきましても、保健福祉

センター内に設置しております「はぐはぐ」

のほうで実は子育て相談支援をやってござ

いまして、これは実は18歳までの支援をし

てございます。 

  今回、母子保健と児童福祉の一体的な取

組をこども家庭庁のほうが指示してまいり

まして、法律も変わりました関係で、これ

を一体的にやるべきであろうということが
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示されたので、その流れをくんで私どもも

設置するということなのですが、それに加

えまして、実は教育部分についてはその法

律には触れられていないんですけれども、

私ども町内で仕事をしておりますと、やは

りこの部分は、教育委員会さんがやってい

た事業についてもやっぱり一体的にやって

いくほうがいいのではないかという判断を

しまして、国で示されている児童福祉、母

子保健に加えて、我々としては、教育相談

についても一体的にやっていこうという考

え方でございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。その教育のほう

がね15までだったからあれです。これはこ

れでありがとうございます。 

  次の、２番目の10ページに、質問に入り

ます。 

  これはこの質問を出す前に、実は空き家

のリフォーム、空き家ありますね。それに

関して今まで委託を受けていた事業者が、

団体が解散するという話を耳にしていたも

のですから、町としてどうするのかなと。

気になって、まず最初に町政運営方針を見

たら、この空き家のリフォームのバンクを

どうのこうのが一切抜けているものですか

ら、町としてはこの空き家バンクをどうす

るのかなと気になっていたんですが、今度

はこの予算説明書のほうでは、その25ペー

ジに、空き家バンクの活用のために向けて

と書いています、という意味の質問です。

意地悪でこういうことを出したわけではな

くて、そういう事情ですので。 

  結果的にはこれまで空き家バンクを委託

していた先はたしか解散になると思います

が、これは事実ですか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  今は、空き家バンクの登録を担っていた

だいた団体は、議員おっしゃるとおり、こ

の３月末とお聞きをしておるんですが、終

了するような形で聞いてございます。 

  なので今後、その役割を担っていただけ

る団体さんをちょっと探していきたいと思

ってございますので、この空き家バンク制

度がなくなるということは想定してござい

ませんので、この制度は引き続き、継続し

て取り組んでいきたいと思ってございます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  私も空き家バンクはなくなるとは思わな

いのですけれども、つまりこちらのほうの

予算説明書のほうにしっかり書いてますの

で、思っていません。ただ、町としては今

後の活性化に向けて委託しようとしている

のか、それとも町として運営していくのか

だけの質問、この文章からどう読み取った

らいいのかお尋ねします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  先ほども答弁いたしましたように、次、

この空き家バンクの制度を運用していただ

ける団体を探していきたいと思ってござい

ます。すぐには見つからない場合は当面、

町のほうで、職員のほうで、フォローはし

ていきたいと思っておりますが、そういう

団体をすぐにでも見つけて、従前どおり運
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用をしていきたいと考えてございます。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  ありがとうございます。 

  では、次は３番目の質問に入ります。 

  基本指針３の１の17ページです。光風台

駅前のエスカレーターの横の通路につきま

しては老朽化が激しいことから、利便性の

向上と現行基準に合わせるための大幅な整

備を行うもので、今年度につきましては改

修のための詳細設計を実施いたしますと。 

  あの階段、前から私も気になっていまし

て、実は町のほうがきれいに塗り直してく

ださったおかげで、逆に今度は白内障の方

が非常に見えづらくなって、降りるのが怖

いという声をいただきまして、その声をお

届けしましたら、すぐ黄色い線を引いて対

応してくださったんですが、今回、私自身

はあそこが、あの階段が現行基準に合わせ

るというところがどういうことなのか。何

か階段の基準があるのかなということで読

ませていただきました。 

  そこで質問なのですけれども、まず、エ

スカレーター横の通路というのはあの長い

階段のことだと思うんですよ。それを前提

に質問しました。現行基準に合わせる、そ

の具体的な整備内容をお答え願えますでし

ょうか、お願いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  先ほど議員のほうからもありましたとお

り、光風台エスカレーター横の当該階段に

ついては、長い階段のことを言っていまし

て、先ほど議員からもありましたとおり、

老朽化からその段鼻、階段の角の部分です

が、そこの欠損が多くて、ここ数年、３回

ほど左官補修工事を行っております。あと、

議員のほうからも先ほどありました、視覚

障害者の方から段差が見えにくいといった、

そういった御意見もありましたので、そこ

に黄色の塗装を施工する等の対策も行って

きました。 

  本町のほうではこの階段の改修について、

できたら国の交付金を活用していきたいと、

老朽化も進んでおりますので、考えていき

たいということで思ったところ、そういう

のも含めて大阪府のほうに国の交付金を使

いたいということで、事前相談させてもら

っています。 

  その中で、今の現状の階段の蹴上、要は

階段の高さ、それから踏み板の幅、階段の

幅、それから階段途中にある踊り場という

ものがありますが、あと、その踊り場の幅

とか、あと、点字ブロックが本来は必要な

んですけれどもそういったものがないとか、

あと手すり、現行の基準では両サイドに手

すりが要ることになります、今、中央にし

かないとか、そういった現在のバリアフリ

ー法の移動円滑化基準に適合していない仕

様となっておるということで、まずは来年

度、詳細設計でそういったことを、階段全

体を改修するための委託業務を発注してい

きたいと、こういうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  まずお礼申し上げます。本当に細やかな

心遣い、ありがとうございます。 

  私もどういうふうに改修するのかなと考

えながら、では今回は設計だけですけれど

も、いざ始まったときにあの階段が使える

のか、使えないのか。もし使えないんだっ

たら、どういう形で住民は行ったり来たり
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するのかなというところに疑問を持ちまし

たので、２番目の、次年度工事に入ったと

きの住民の動線はどのようになるのかとい

う質問を出させていただいていますが、こ

れについてはどのようなお考えでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  議員御質問の、この工事中における住民

の動線についてなのですが、令和８年度に

発注しますこの詳細設計のほうでは、工事

発注に必要な図面数量だけではなくて、そ

ういう迂回路的なものとか分割発注、分割

施工できないかとか、あと、そういった施

工管理的な内容、あと安全管理的な内容な

ど、現在の、今、住民さんが使って供用し

ている状態を、極力支障のないような形で

検討していくという業務も含まれておりま

す。 

  ですので、具体的な住民の動線、現時点

ではまだちょっと不明なところがございま

すので、詳細設計がある程度終わってから

とはなりますので、来年度の予算特別委員

会でそういったものは報告できるのかなと

いうふうに考えております。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  ということは、部長のお考えではあの階

段をどこかしら修理しながら、常に何かし

ら階段は使っていく動線ですね。 

  私がちょっと気になったのは、駅から見

てこのぐるっという坂道ありますね、バス

が通るあの道。あの道を使うのかなと思っ

たら、そうではないですね。そういうこと

にならないかどうかだけ、そこも含めてこ

れからのお話なのか、この点だけお尋ねし

て終わりたいと思います。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  細かなものについては詳細設計してから

でないとなかなかちょっと分からないとこ

ろもあるのですが、現在の階段の幅がざっ

と、道路台帳上は3.7メーターほど。中央部

に手すりというかがあるからちょっと狭く

感じるかもしれませんけれども、その中で

できる範囲の中で、要は工事車両、バック

ホウみたいなものが壊していったりします

ので、その重機が乗った状況、階段のとこ

ろに設置した状況で、歩行幅は最低１メー

ター確保したような状況の中で、実際に工

事の施工計画みたいなものを立てれるのか

どうか、そういったものを来年度に検証し

ていきたいというふうに考えておるので、

ちょっと今のところ、どうなるかというの

はちょっと分からない状況です。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  秋元美智子議員。 

○12番（秋元美智子君） 

  私自身はとてもありがたい話だなと、階

段の改修はありがたいなと思っています。 

  ただ、本当に大回りするようになると住

民の中には困る方も出てくると思います。

そういったときに、これはちょっと無理が

あるかもしれませんけれど、あのエスカレ

ーターかな、上下運動、上にも行くし下に

も行くと。ですから、そういうことも含め

て何かしらの、工事中の住民の負担がない

ようにお考えいただけるかと思いますので、

これをもって終わりとさせていただきます。

ありがとうございました。 



 2－42 

○議長（永並 啓君） 

  以上で秋元美智子議員の質問を終わりま

す。 

  次に、池田忠史議員を指名いたします。 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  ５番・池田忠史です。町政運営方針に対

しての質問をさせていただきます。最後に

なりますので、よろしくお願いいたします。 

  まず初めに、基本指針１の「住民主役の

まちをつくり出す“ひとづくり’’」について

ですけれども、まず１番目のまちの未来に

つながる教育の推進についてということで、

保育所、幼稚園、認定こども園及び学校が

一体となった「学校運営協議会」を設置し

て、ゼロ歳から15歳まで15年間の「学び」

と「育ち」をつなぐ保幼小中一貫教育を推

進してまいりますという内容がありますけ

れども、今現在は吉川保育所、ひかり幼稚

園、ふたば園、もちろん小中学校、それぞ

れ全てが公営です。公設公営なので学校運

営協議会を設置した中で、一体型としての

連携はできると思うんですけれども、先の

話にはなりますけれども、吉川保育所とひ

かり幼稚園は令和11年には公私連携の認定

こども園となる予定と聞いています。なる

予定ですけれども、その場合、学校運営協

議会は存在しないですよね。代わりに三者

協議会なのか、評議員会なのか、何らかの

協議会がその中でつくられるのかもしれま

せんけど、それとの連携はどのように考え

ているのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  仙波こども未来部長。 

○こども未来部長（仙波英太朗君） 

  昨年５月に策定した公私連携幼保連携型

認定こども園設置に関する基本方針におき

まして、保幼小中一貫教育として15年間の

「学び」と「育ち」をつなぐ教育を継続し、

町内の小中学校（義務教育学校）や認定こ

ども園のふたば園と連携を図り、課題の共

有の場を設けるとともに、当該教育に関す

る研修会の開催や参加、異校種・異学年や

多様な人との交流を進めることとします、

というふうに規定をし、実際にその法人を

募集する際におきましても、募集要領の中

で町がこれまで取り組んできた15年間をつ

なぐ保幼小中一貫教育を継続して推進する

こと、ふたば園及び義務教育学校との定期

的な合同研修、実践交流を行い、就学前か

ら義務教育への円滑な接続を図ることとい

うことを要件として入れております。 

  今回の選定法人におきましては、この選

定過程におきましても、これまで、豊能町

の園所において取り組んできた保育・教育

の実践を引き継ぐことを十分に意識した内

容が提案されており、今後、設置する三者

協議会の場におきましても、義務教育学校

やふたば園と連携した教育・保育を提供で

きるよう協議してまいりたいと考えており

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  法人との約束事と、その中にできる組織

との約束事ではまた違うので、その中にあ

る三者協議会がそのまま主体となって活動

されるのか、また違う形での協議会が何か

設立されてするのか分からないですけれど

も、そことの連携は必ず図ってもらわない

と東西で違いが出てくるということになり

ますので、そこの部分は必ず、必ずですよ、

必ず連携してもらうということで、ゼロ歳

から15歳までの学びができるというふうに

考えますので、これはもう、この先お願い

という形になりますけれども、お願いして

おきます。 
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  次、２番目ですけれども、４番です、ま

ちを好きと思ってもらえる移住・定住促進

という項目の中に、フェイスブックやイン

スタグラムなどを効果的に活用しながら町

内外に積極的に発信してまいりますとあり

ますが、今現在、とよのんのフェイスブッ

ク、インスタグラムもそうですけれども、

町内のイベントの案内がちょろっとと言っ

たら怒られますね、載っている程度で、そ

れ以上、町から何かの発信というのがあま

りないように思われるのですけれども、今

後、誰がどのようにしてこの発信をしてい

くと考えているのかお伺いします。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在、とよのんのフェイスブックやイン

スタグラムにつきましては、これまでとよ

のんに関する情報や、議員の御指摘のとお

り町主催の講演会の名義を使用した、許可

したイベント等を中心に発信をしていると

ころでございます。 

  フォロワーにつきましてはフェイスブッ

クは約540人程度、インスタグラムにつきま

しては1,150人程度いらっしゃいます。 

  今後につきましては、これまで発信した

情報に加えまして、町政運営方針は特産品

あるいは観光資源の発信も強化していきた

いと思ってございます。加えまして、移

住・定住の支援金、あるいはＵターンの奨

励金、あるいは新婚生活応援支援金などを

はじめとした、そうした移住・定住の情報

も発信していければと思ってございます。 

  積極的に発信していきますとともに、こ

れまでに引き続き、町外でのイベントに参

加した際には、現地でとよのんのフェイス

ブックやインスタグラムのフォロワーを増

やす取組も行いまして、プロモーションを

していけたらと思ってございます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  以前から、そういう情報を発信していき

ますという話はずっとあるんですけれども、

今に至ってほぼできていない状態なんです

よね。 

  ちょっと古い話になりますけれども、例

えば福井県、もうちょっと大分前の2016年

から３年間、そういうＳＮＳ専門の人を雇

って、その３年間の間、公務員ユーチュー

バーとして、ニュースでも大分以前ですけ

れども取り上げられていまして、公務員ユ

ーチューバーとして福井県全域のいろいろ

なイベントや何かに参加してはユーチュー

ブで発信していた、そういった事例もあり

ますし、今現在でも、例えば農林水産省の

若手職員の中で、農林水産業の政策とかそ

ういったものを紹介する動画を作っていた

りとか。近くで言うと、箕面市の市長なん

かは自分のフェイスブックの中でいろいろ

な発信をすごいたくさんしてはりますよね。

毎日のようにされていますよね、とかされ

ていますけれども、豊能町で、イベント以

外にも何かいろいろな発信はできると思う

んですけれど、専門に、例えばそういう発

信する人を１人雇うなり、今の職員の中で

してもらうなり、そういったことは考えて

いないのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  現在のところ外部に専門で、専従といい

ますか、専門に発信をしていくところまで

は検討できてございません。 
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  議員の御質問のとおり、内部の職員でそ

ういう、若い方は結構そういうインスタグ

ラム、フェイスブックを発信されているケ

ースも多々事例がございますので、その中

でそのスキルを高めて、職員が極力発信し

ていければと思ってございますので、その

辺は研修等も踏まえまして、今後、スキル

アップを図っていければと思ってございま

す。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  私の子どもたちでも、今はもう学校とか

でもいろいろなことを投稿してやっていて、

フォロワーでも200人、300人というような

フォロワーがいるとかと言っていますので、

ここでインスタで1,000人程度とか、フェイ

スブック500人というのは、町でですから、

少ないと思うんですよ。やはりそこもかな

り増やしていかないと駄目だと思いますの

で、そういった意味でも、情報の発信とい

うのは相手が知りたいことだけではなくて、

こっちが発信したいこともいろいろなこと

を発信していかないと、知ってもらいたい

ことも発信していかないと駄目だと思いま

すので、その辺は今後、これは毎回今後な

のでしょうけど、よろしくお願いしたいと

思います。 

  次に行きます。 

  基本指針２の「未来の活力を生み出す

“しごとづくり’’」についてですけれども、

その中の１番目、まちで働く人を応援とい

う項目について、道の駅についてです。 

  先ほどというか、午前中に林議員からの

質問もありましたけれども、今、サウンデ

ィング調査が終わって、今、それを集計し

ているところというようなお話がありまし

た。ただ、サウンディング調査というのは

あくまでもここにこんなんしたらいいので

はないかというようなことを調査する話で、

それはあくまでも事業所、もちろん何と言

うんですかね、お互いでやり取りするので

しょうけど、事業者側のほうの意見が主た

るものになると思うんですよ。 

  やはり本気で道の駅を設置していくので

あれば、豊能町としてこういう形のものを

こうして作りたい。規模感も、もちろん大

きいところはすごい大きい面積でできます

けれど、ここ今、豊能町、例えば中学校の

グラウンドを使ってと言うのであれば大体

5,000平米ぐらいですよね。なので、その辺

のサイズ感で、豊能町としてどんな道の駅

を作りたいというふうなイメージがまずは

ないと駄目だと思うんですけど、どんなイ

メージをされているのでしょうか。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  入江総務部長。 

○総務部長（入江太志君） 

  お答えいたします。 

  どのようなイメージかという御質問だと

思うのですが、国土交通省が定めます道の

駅に必要な条件といたしましては、その設

置目的として道路利用者への安全で快適な

道路交通環境の提供や地域振興に寄与する

こととされております。 

  具体的な機能として求められるものにつ

きましては、一つとして休憩機能として24

時間無料で利用できる駐車場やトイレの設

置。また、情報発信機能としては道路情報、

地域の観光情報あるいは緊急医療情報など

を提供できること。また、地域連携機能と

いたしましては、文化教養施設あるいは観

光レクリエーション施設等の地域振興施設

が挙げられております。加えまして、災害

発生時には防災機能を発信する、備えるこ

とも求められている状況でございます。 

  実際に道の駅を設置するに当たりまして
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は、これらの機能を備えますとともに、近

隣市町や、近隣の人口や、前面道路の交通

量のなども加味する必要があると考えてご

ざいます。 

  今後につきましては、以上のことを踏ま

えまして、今まとめております報告書の内

容を検証しつつ、また、国の補助制度の活

用の可能性も見極めながら、本町の身の丈

に合った持続可能な道の駅の在り方につい

て検討を進めてまいりたいと考えてござい

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  もちろん道の駅を設置するに当たって、

必要な施設の中でのものは分かりますけれ

ども、それはもちろんですけれども、豊能

町が何をどうして人を集めるための道の駅

を作るのかというイメージは持っていない

と、以前から才脇議員もよくおっしゃって

いますけど、コンサルに丸投げで何をして

んねんというような、そんな話になっては

意味がないので、町がこうしたいという主

体的なものを必ず持っていないと、結局、

何か言われたままにやって、あんまり言い

たくないですけれど、スマシもそうですけ

れど、結局何も残らない。お金は使ったけ

ど単なる無駄なことが、無駄ではないんで

すけれどね、一部は残っていますから。で

も無駄なことで終わってしまう、そんなば

からしいことは絶対にしてはいけないので、

その中でもやはりイメージだけ、ある程度

のイメージは必要だと思いますので、そこ

はお願いしたいと思います。 

  私、先日ちょっと鳥取のほうまで行って

きまして、鳥取道は今、無料なんですよ。

鳥取道を走っていますと、何か所かのイン

ターごとに、インターを降りたすぐのとこ

ろに道の駅が作ってあったんですよ。利便

性ですよね。ちょっと降りて寄ってもらっ

て、また乗ってもらったらいいというよう

な部分であったりとか、国道沿いにも結構、

鳥取へ行ったんですけど、道の駅だけ六つ

ぐらい見ました、通りました。あったんで

すけど、そんなに大きな規模じゃないから、

本当に休憩所的なものもあれば、ちょっと

大きめのところもいろいろありましたけれ

ど、やはり休憩所的なものだけでいいと言

って作られているところと、もうさらに何

かアミューズメント機能と言ったら変です

けど、それを考えて作るのか。その辺も含

めて、豊能町として何がしたいのか、どう

したいのかというのは必ずイメージとして

持って進めていってほしいと思います。こ

れはお願いしておきます。 

  次、３番目の地域産業を元気にする６次

産業化なんですけれども、持続可能な６次

産業化を推進してまいりますとありますけ

れども、６次産業と言えば、一番イメージ

する簡単なものは加工業なんですけど、こ

の６次産業化を推進していくということで、

どういったものを考えているのかお伺いし

ます。 

○議長（永並 啓君） 

  答弁を求めます。 

  坂田都市建設部長。 

○都市建設部長（坂田朗夫君） 

  お答えいたします。 

  まず、６次産業化について、若干であり

ますが御説明させていただきます。 

  ６次産業化には、農業者が生産する一次

産業に加え、加工する二次産業と、あと販

売やサービスの三次産業までを一体的に行

うということで、その農産物の付加価値を

高め、所得向上や地域経済の活性化につな

げていくという、そういった取組というこ

とです。 

  本町におきましては、農業単体では収益
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確保は難しいという現状がありますので、

集荷物を加工、商品化し、販売までつなげ

ていくことで価値を高めるという取組が重

要であると考えております。 

  寒冷的な気候を生かしたヤーコンやキヌ

ヒカリなどの農産物に加え、とよのサイダ

ーや清酒「右近」などの商品もございます

が、これらを単発の取組にとどめず、地域

全体のブランド力向上につなげていくこと

が課題であるということで認識しておりま

す。 

  議員御質問の、具体的にはどういったも

のを考えているかということですが、具体

的にはこれからにはなるのですが、まず令

和８年度はとよのブランドの持続的な仕組

みづくりについて、大阪大学と官学連携に

よって研究を進めていきたいと考えており

ます。 

  単なるブランド名称の設定にとどまらず、

生産、加工、販売を一体的に支えていく、

そういう仕組みづくりを構築できればとい

うことで考えておりまして、来年度に入り

まして、大学、もしかしたら企業等も入っ

てくるかもしれませんが、そういったとこ

ろと協議を行ってからにはなりますが、試

行的な企画の実施を通じて、その実現性を

検証していければというふうに考えており

ます。 

  以上です。 

○議長（永並 啓君） 

  池田忠史議員。 

○５番（池田忠史君） 

  これは以前から言っているのですけど、

豊能町で、豊能町だったらこれというもの

がないんですよ。ヤーコンはもちろん、あ

る方が持ってこられて頑張っておられるの

で、一般質問のときにでも、ちょっと売り

上げが伸びていますというようなお話はあ

りましたけど、でも、だからと言って豊能

町でヤーコンかというと、そうでもないで

すよね。皆さん作ってくれているわけでも

ないし。 

  やっぱりブランド化するに当たって、こ

れはあんまり一般質問の話になってしまう

のであれなんですけど、「とよの美味」と

いうブランドを作ったとしても、結局はも

うばらばらにそれぞれが作ったもの、豊能

町産のもの全てにおいてそれをブランドと

言うのであれば、あんまり何と言うのかな、

皆さんにこれというイメージがないと思う

んですよ。 

  なので、やはりブランド化するのであれ

ば、やはり何か１品、若しくは２品なりを

積極的に皆さんに作ってもらうというよう

なことは必要になってくるのかなと思いま

す。 

  それで、また加工する場合でも、以前は

結構自宅でも可能だったような加工につい

ても、今はもうかなり厳しくなっています

ので、以前、かあちゃん漬けを作られてい

たところも、ちゃんとした施設が必要にな

ってやめておられますよね、今はもう販売

されていないですよね、多分。たしかみそ

はしてはりますけど。いろいろ、例えば漬

物の販売に関して言っても、2024年の食品

衛生法の改正によって、営業許可とさらに

それに対応する施設がないと販売できない

というふうになっていますし、その他食品

関係でも加工する加工品に当たっては、大

体もう専門の施設がないと、もうそこで作

って販売しないと、もう販売できないとい

うような感じの流れになってきています。 

  ということは、町でそういった施設の補

助金を出すなり、そういった部分のフォロ

ーもしていかないと、ただただブランド化

だけではなかなか難しいところに来ている

のかなというふうに思うので、その辺も含

めて６次産業化推進という部分をしていか
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ないと、名前だけで、ブランドはつくりま

したけどというところで終わってしまうよ

うな気がするので、先ほども説明にありま

したとおり、生産して、加工して、販売ま

でという一連の流れを確立した形でできる

ようなそういった施設とか、そういうのに

投資する方への補助というのを今後はして

いってもらいたいなというふうに思います。 

  ちょっと６次産業、何があるのかなと思

ってほかを調べたのですけど、もうあんま

り載っていないんですよね。何か載ってい

たので見ると農家レストラン、だから農家

の方がそのまま自分のところで取れたもの

を食材にしてレストランをするとか、あと、

民泊だけどもそこに農業体験をつける、宿

泊農業体験みたいなのとかも一応６次産業

と言われる部分になるらしいので、そうい

った部分も含めて推進していっていただけ

ればなというふうに思います。これはお願

いとさせてもらいまして、私の質問を終わ

らせていただきます。 

○議長（永並 啓君） 

  以上で池田忠史議員の質問を終わります。 

  以上をもって本日の日程は全部終了いた

しました。 

  本日はこれをもって散会いたします。 

  次回は明日３月５日午前９時半より会議

を開きます。 

  どうもお疲れさまでした。 

 

散会 午後１時47分 
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本 日 の 会 議 に 付 さ れ た 事 件 は 次 の と お り で あ る 。  

町 政 運 営 方 針 に 対 す る 質 問  
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  以 上 、 会 議 の 次 第 を 記 し 、 こ れ を 証 す る た め こ こ に 署 名 す る 。  
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